
さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 
 

 
【目次】 
第１４６５号 市が実施する一般競争入札 

【財政局契約管理部契約課】 

第１４６６号 

 

開発行為に関する工事の完了 

【都市局北部都市計画事務所都市計画指導課】 

第１４６７号 

 

下水道排水設備指定工事店の指定 

【建設局下水道部下水道維持管理課】 

第１４６８号 居宅サービス等を行う事業所又は施設の指定 

【保健福祉局長寿応援部介護保険課】 

第１４６９号 居宅サービス等を行う事業所又は施設の指定 

【保健福祉局長寿応援部介護保険課】 

第１４７０号 居宅サービス等を行う事業所又は施設の指定 

【保健福祉局長寿応援部介護保険課】 

第１４７１号 市が実施する一般競争入札 

【財政局税務部市民税課】 

第１４７２号 

 

開発行為に関する工事の完了 

【都市局北部都市計画事務所都市計画指導課】 

第１４７３号 大規模小売店舗の変更の届出 

【経済局商工観光部商業振興課】 

第１４７４号 

 

市が実施する一般競争入札 

【市民局区政推進部】 

第１４７５号 

 

開発行為に関する工事の完了 

【都市局北部都市計画事務所都市計画指導課】 

第１４７６号 市が実施する一般競争入札 

【保健福祉局長寿応援部高齢福祉課】 

第１４７７号 

 

開発行為に関する工事の完了 

【都市局北部都市計画事務所都市計画指導課】 

第１４７８号 環境影響評価調査準備書等の提出及び縦覧の場所 

【環境局環境共生部環境対策課】 

第１４７９号 市が実施する一般競争入札 

【環境局環境共生部環境創造政策課】 

第１４８０号 

 

土地区画整理審議会委員選挙の期日 

【都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所】 

第１４８１号 

 

土地区画整理審議会委員選挙の投票を行わない件 

【都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所】 

第１４８２号 

 

さいたま都市計画生産緑地地区の変更 

【都市局みどり公園推進部みどり推進課】 

さいたま市告示一覧 令和４年１０月１日から 
同月１５日まで 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 
 

第１４８３号 

 

建築基準法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定 

【建設局北部建設事務所建築指導課】 

第１４８４号 

 

土地区画整理組合の理事の氏名等の届出があった件 

【都市局まちづくり推進部市街地整備課】 

第１４８５号 

 

放置自転車等の撤去及び保管 

【都市局都市計画部自転車まちづくり推進課】 

第１４８６号 市が実施する一般競争入札 

【財政局契約管理部契約課】 

第１４８７号 市が実施する一般競争入札 

【財政局契約管理部契約課】 

第１４８８号 

 

建築基準法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定 

【建設局北部建設事務所建築指導課】 

第１４８９号 

 

地区計画等の原案の種類、縦覧場所等 

【都市局都市計画部都市計画課】 

第１４９０号 

 

地区計画等の原案の種類、縦覧場所等 

【都市局都市計画部都市計画課】 

第１４９１号 市の徴収金に関する書類の公示送達 

【財政局北部市税事務所資産課税課】 

第１４９２号 市の徴収金に関する書類の公示送達 

【財政局南部市税事務所個人課税課】 

第１４９３号 市の徴収金に関する書類の公示送達 

【財政局北部市税事務所個人課税課】 

第１４９４号 市の徴収金に関する書類の公示送達 

【財政局南部市税事務所資産課税課】 

第１４９５号 

 

差押財産の公売及びその見積価格 

【財政局南部市税事務所納税調査課】 

第１４９６号 

 

差押財産の公売及びその見積価格 

【財政局南部市税事務所納税調査課】 

第１４９７号 

 

差押財産の公売及びその見積価格 

【財政局南部市税事務所納税調査課】 

第１４９８号 市の徴収金に関する書類の公示送達 

【財政局南部市税事務所個人課税課】 

第１４９９号 

 

開発行為に関する工事の完了 

【都市局北部都市計画事務所都市計画指導課】 

第１５００号 

 

屋外広告物の保管 

【都市局南部都市計画事務所都市計画指導課】 

第１５０１号 開発行為に関する工事の完了 

【都市局南部都市計画事務所都市計画指導課】 

第１５０２号 

 

開発行為に関する工事の完了 

【都市局南部都市計画事務所都市計画指導課】 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 
 

第１５０３号 

 

公募型プロポーザルにおける提案書の提出の招請 

【保健福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課】 

第１５０４号 市が実施する一般競争入札 

【財政局税務部市民税課】 

第１５０５号 市が実施する一般競争入札 

【財政局北部市税事務所法人課税課】 

第１５０６号 市が実施する一般競争入札 

【経済局農業政策部見沼グリーンセンター】 

第１５０７号 

 

市の徴収金に関する書類の公示送達 

【保健福祉局長寿応援部介護保険課】 

第１５０８号 

 

開発行為に関する工事の完了 

【都市局北部都市計画事務所都市計画指導課】 

第１５０９号 開発行為に関する工事の完了 

【都市局南部都市計画事務所都市計画指導課】 

第１５１０号 開発行為に関する工事の完了 

【都市局南部都市計画事務所都市計画指導課】 

第１５１１号 市が実施する一般競争入札 

【保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課】 

第１５１２号 市の徴収金に関する書類の公示送達 

【財政局北部市税事務所納税課】 

第１５１３号 

 

市の徴収金に関する書類の公示送達 

【保健福祉局福祉部国民健康保険課】 

第１５１４号 

 

国民健康保険の被保険者証等の無効 

【保健福祉局福祉部国民健康保険課】 

第１５１５号 市が実施する一般競争入札 

【保健福祉局福祉部国民健康保険課】 

第１５１６号 市が実施する一般競争入札 

【財政局契約管理部調達課】 

第１５１７号 市が実施する一般競争入札 

【子ども未来局子ども家庭総合センター総務課】 

第１５１８号 動物の収容 

【保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター】 

第１５１９号 市が実施する一般競争入札 

【議会局総務部秘書総務課】 

第１５２０号 

 

市の徴収金に関する書類の公示送達 

【財政局南部市税事務所納税課】 

第１５２１号 市が実施する一般競争入札 

【教育委員会事務局管理部学校施設整備課】 

第１５２２号 施設等利用費の支給に係る施設又は事業の確認 

【子ども未来局幼児未来部幼児政策課】 

第１５２３号 施設等利用費の支給に係る施設又は事業の確認の辞退 

【子ども未来局幼児未来部幼児政策課】 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 
 

第１５２４号 市が実施する一般競争入札 

【環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課】 

第１５２５号 市の徴収金に関する書類の公示送達 

【保健福祉局福祉部年金医療課】 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４６５号 

さいたま市の発注する「道路修繕工事（Ｒ４一般国道４６３号バイパス外）」ほか１４件の一般競

争入札について、次のとおり公告する。 

令和４年１０月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

⑴ 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

⑵ 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、⑴で定める事項を満たす者をそ

の構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

⑴ 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

⑵ ⑴において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決

定する。 

⑶ 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当たる

場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以下

「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
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ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

⑷ 落札候補者が特定共同企業体である場合には、⑶に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書

類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の割

印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

⑴ 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２⑶及び⑷において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補者

が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札書

比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって

入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限

比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ

た者）を新たに落札候補者とする。 

⑵ ⑴において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上あ

るときは、電子くじによりこれを決定する。 

⑶ 市長は、⑴の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

⑷ 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約

からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法に

基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、

その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外

の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち

最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 
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４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

⑴ 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

⑵ 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めている

場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設費、

現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者がした

入札を失格とする。 

⑶ 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなかっ

た低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日

）の午後３時までに２⑶及び⑷に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提出し

なければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

⑷ 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の翌

日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積内

訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札者

の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その日

が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

⑸ 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、⑶において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい

て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした

入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
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入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

⑴ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事ご

とに別に定める。 

⑵ 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、設

計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共同

企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

⑶ 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図書

公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

⑷ 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によっては

書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

⑸ やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さいた

ま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

⑵ 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いにつ

いては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

⑴ 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

⑵ 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわたる

契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円未

満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

⑶ 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行う

こととする。 

⑷ 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることがで

きる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制と

し、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

⑸ 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金額

の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１０

分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

⑴ 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 
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⑵ 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

⑶ 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

⑷ 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数制

限を行う。 

⑸ 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届出

書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出す

ること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

⑹ 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行わな

い。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札を行

った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

⑺ 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）は、

必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同企業

体である場合を除く。 

⑻ 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置する

こと。 

⑼ 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市建

設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要綱、

最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調

査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３

年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－４４６５－３４ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 道路修繕工事（Ｒ４一般国道４６３号バイパス外） 
工事場所 さいたま市緑区大字下野田地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月３日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 68.1m 幅員 6.8～12.3m 舗装工 切削オー

バーレイ 1827 ㎡ 中間層 1640 ㎡ 表層 1827 ㎡ 区画線工一式 付帯工一式 

交通管理工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月１３日（木）午前９時から 

令和４年１０月１７日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月１８日（火）午前９時から 

令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２０日（木）午後３時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
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施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 
令和４年１０月１２日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月１７日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））」の対象案件である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 
さいたま市建設局南部建設事務所道路維持課 
電話 ０４８－８４０－６２２４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３６５－１０５ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 道路修繕工事（Ｒ４主要地方道川口上尾線）その２ 

工事場所 さいたま市北区土呂町２丁目地内 

履行期間 契約確定の日から令和５年２月２８日まで 

概要 概算数量発注方式による発注 延長 380m 幅員 7.8m 舗装工 切削オーバーレ

イ（平均切削厚 12 ㎝、再生粗粒度 As-20、t＝7 ㎝）2990 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密

粒度 As-20、t＝5 ㎝）2990 ㎡ 付帯工一式 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年１０月１３日（木）午前９時から 

令和４年１０月１７日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年１０月１８日（火）午前９時から 

令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２０日（木）午後３時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 

令和４年１０月１２日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月１７日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３６５－１０６ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 道路修繕工事（Ｒ４主要地方道野田岩槻線） 

工事場所 さいたま市岩槻区大字大口地内外 

履行期間 契約確定の日から令和５年２月２８日まで 

概要 概算数量発注方式による発注 延長 310m 幅員 5.6～9.1m 舗装工【夜間】 路

面切削（切削厚 t＝5 ㎝）15 ㎡ 切削オーバーレイ（平均切削厚 t＝12 ㎝、再生

粗粒度 As-20、t＝7 ㎝）2120 ㎡ 表層（改質Ⅱ型密粒度 As-20、t＝5 ㎝）2130

㎡ 付帯工【夜間】一式 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年１０月１３日（木）午前９時から 

令和４年１０月１７日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年１０月１８日（火）午前９時から 

令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２０日（木）午後３時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 舗装工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の舗装工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 

令和４年１０月１２日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月１７日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保 免除 契 約 保 要 前金払 有 部分払 有 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

証金 証金 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路維持課 

電話 ０４８－６４６－３２２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３５９－１９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 一般国道１２２号蓮田岩槻バイパス並木工区防護柵設置工事（Ｒ４） 
工事場所 さいたま市岩槻区並木１丁目地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月１０日まで 
概要 概算数量発注方式による発注 延長 340m 防護柵工 354m 土留 60m 階段手す

り 18m 仮設工一式 

予定価格（税込） 事後公表 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月１３日（木）午前９時から 

令和４年１０月１７日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年１０月１８日（火）午前９時から 

令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２０日（木）午後３時５０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 とび・土工工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注のとび・土工工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「

工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下

回っていないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準

とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 

令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 

令和４年１０月１２日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月１７日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路建設課 

電話 ０４８－６４６－３２１１ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４４７７－２９ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 田島大牧線下水道撤去工事（南管－Ｒ４－Ｓ１３） 
工事場所 さいたま市浦和区前地３丁目地内外 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月１０日まで 
概要 撤去工 管きょ撤去工（既設管径 200～250mm）346m 取付け管撤去工一式 マ

ンホール撤去工一式 付帯工一式 

予定価格（税込） ２９，１９４，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月１３日（木）午前９時から 

令和４年１０月１７日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月１８日（火）午前９時から 

令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２０日（木）午後４時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市南部建設事務所の所管区域内（中央区、桜区、浦和区、南区及び緑区

）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 
令和４年１０月１２日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月１７日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市中央区下落合５丁目７番１０号 

さいたま市建設局南部建設事務所下水道管理課 

電話 ０４８－８４０－６２５０ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－５４３６－２ 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 土器の館北側擁壁改修工事 

工事場所 さいたま市大宮区高鼻町２丁目地内 

履行期間 契約確定の日から令和５年３月３１日まで 

概要 土工一式 プレキャスト擁壁工一式 ブロック積工 334 ㎡ 舗装工 211 ㎡ 道路

付属施設工一式 排水構造物工一式 敷地整備工一式 電気設備工一式 管理施

設整備工一式 植栽工一式 構造物撤去工一式 樹木管理工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） １２５，８４０，０００円 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年１０月１４日（金）午前９時から 

令和４年１０月１８日（火）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年１０月１９日（水）午前９時から 

令和４年１０月２０日（木）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２１日（金）午後１時３０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 

令和４年１０月１３日（木）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月１８日（火） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課 
電話 ０４８－８２９－１７２３ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４３５６－９１ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 歩道整備工事（主要地方道川口上尾線・Ｒ４本郷町工区） 

工事場所 さいたま市北区本郷町地内 

履行期間 契約確定の日から令和５年３月２４日まで 

概要 延長 249m 道路土工一式 排水構造物工 462m 構造物撤去工一式 舗装工 （

車道）2279 ㎡ （歩道）1175 ㎡ 道路付属施設工一式 仮設工一式 

予定価格（税込） １０４，３２４，０００円 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２７日（木）午後１時４０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｓ級又はＡ級。ただし、Ａ級については、当該業種で令和２年度又

は令和３年度のさいたま市優秀建設工事業者表彰を受賞していること又は令和２

年１月１日から令和３年１２月３１日までの間に工事完成検査を受けた当該業種

の「工事完成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」の２件以

上の平均点が７６点以上であること（該当者については、本工事の入札情報公開

システムに掲載する「令和４年度建設工事の発注標準及び発注標準優秀施工者に

ついて」を参照すること。）。 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 

施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 

令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 

・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 

工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－１６５５－５ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 東大宮コミュニティセンター中規模修繕（建築）工事 
工事場所 さいたま市見沼区東大宮４丁目３１番地１ 
履行期間 契約確定の日から令和５年７月３１日まで 
概要 防水改修工事 外壁改修工事 建具改修工事 内装改修工事 塗装改修工事 環

境配慮改修工事 外構改修工事 外 

予定価格（税込） ２７７，６４０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

令和４年１０月２７日（木）午後１時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 
令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「東大宮コミュニティセンター中規模修繕（電気設備）工事」又は「東大宮コ

ミュニティセンター中規模修繕（機械設備）工事」の落札候補者が決まらないと

きは、開札後であっても本件入札を中止する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－１６５５－６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 東大宮コミュニティセンター中規模修繕（電気設備）工事 
工事場所 さいたま市見沼区東大宮４丁目３１番地１ 
履行期間 契約確定の日から令和５年７月３１日まで 
概要 受変電設備工事一式 動力設備工事一式 電灯設備工事一式 発電設備工事一式 

構内交換設備工事一式 テレビ共同受信設備工事一式 電気時計設備工事一式 

誘導支援設備工事一式 拡声設備工事一式 監視カメラ設備工事一式 火災報知

設備工事一式 駐車場管制設備工事一式 構内配電線路工事一式 既存設備撤去

工事一式 

予定価格（税込） ２０８，７８０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２７日（木）午後２時００分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 
令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「東大宮コミュニティセンター中規模修繕（建築）工事」の落札候補者が決ま

らないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止する場合がある。 
・「東大宮コミュニティセンター中規模修繕（機械設備）工事」の落札候補者が

決まらないときは、開札後であっても本件入札を中止する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８３９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－１６５５－７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 東大宮コミュニティセンター中規模修繕（機械設備）工事 
工事場所 さいたま市見沼区東大宮４丁目３１番地１ 
履行期間 契約確定の日から令和５年７月３１日まで 
概要 空気調和設備工事一式 換気設備工事一式 排煙設備工事一式 自動制御設備工

事一式 衛生器具設備工事一式 給水設備工事一式 排水設備工事一式 給湯設

備工事一式 消火設備工事一式 厨房設備工事一式 都市ガス設備工事一式 既

存設備撤去工事一式 

予定価格（税込） ２３９，２５０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２７日（木）午後２時１０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 
令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「東大宮コミュニティセンター中規模修繕（建築）工事」又は「東大宮コミュ

ニティセンター中規模修繕（電気設備）工事」の落札候補者が決まらないとき

は、本件入札に関する開札を延期又は中止する場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８３９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４７６２－１６ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 北消防署中規模修繕（建築）工事 
工事場所 さいたま市北区宮原町４丁目６６番地１４ 
履行期間 契約確定の日から令和５年１１月１７日まで 
概要 防水改修工事 外壁改修工事 建具改修工事 内装改修工事 塗装改修工事 外 

予定価格（税込） ２４４，８６０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２７日（木）午後２時２０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 
令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 
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その他 ・「北消防署中規模修繕（電気設備）工事」又は「北消防署中規模修繕（機械設

備）工事」の落札候補者が決まらないときは、開札後であっても本件入札を中止

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部保全管理課 
電話 ０４８－８２９－１５１０ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４７６２－１７ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 北消防署中規模修繕（電気設備）工事 
工事場所 さいたま市北区宮原町４丁目６６番地１４ 
履行期間 契約確定の日から令和５年１１月１７日まで 
概要 電灯設備工事一式 動力設備工事一式 受変電設備工事一式 情報表示設備工事

一式 映像・音響設備工事一式 拡声設備工事一式 テレビ共同受信設備工事一

式 監視カメラ設備工事一式 自動火災報知設備工事一式 構内配電線路工事一

式 既存設備撤去工事一式 

予定価格（税込） １２８，１５０，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２７日（木）午後２時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 電気工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の電気工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 
令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「北消防署中規模修繕（建築）工事」の落札候補者が決まらないときは、本件

入札に関する開札を延期又は中止する場合がある。 
・「北消防署中規模修繕（機械設備）工事」の落札候補者が決まらないときは、

開札後であっても本件入札を中止する。 
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・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８３９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－４７６２－１８ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 北消防署中規模修繕（機械設備）工事 
工事場所 さいたま市北区宮原町４丁目６６番地１４ 
履行期間 契約確定の日から令和５年１１月１７日まで 
概要 空気調和設備工事一式 換気設備工事一式 自動制御設備工事一式 衛生器具設

備工事一式 給水設備工事一式 排水設備工事一式 給湯設備工事一式 消火設

備工事一式 厨房設備工事一式 ガス設備工事一式 既存設備撤去工事一式 

予定価格（税込） ９９，６４９，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２７日（木）午後２時４０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 管工事業 Ａ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の管工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完成

検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回ってい

ないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とする。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 
令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・「北消防署中規模修繕（建築）工事」又は「北消防署中規模修繕（電気設備）

工事」の落札候補者が決まらないときは、本件入札に関する開札を延期又は中止

する場合がある。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部設備課 
電話 ０４８－８２９－１８３９ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－５２０９－５９ 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立土合小学校便所改修工事 
工事場所 さいたま市桜区西堀７丁目２１番１号 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月１５日まで 
概要 １～４階男女便所改修工事 みんなのトイレ新設 スロープ新設 
予定価格（税込） ９３，５３３，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２７日（木）午後２時５０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 
令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（受注者希望方式）である。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部営繕課 
電話 ０４８－８２９－１５２７ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

契約整理番号 ０４－５２０９－６０ 
入札方法 一般競争入札（電子） 
参加形態 単体企業 
工事名 さいたま市立大谷口小学校便所改修工事 
工事場所 さいたま市南区大字広ヶ谷戸２４番地 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月１５日まで 
概要 １～３階男女便所改修工事 みんなのトイレ新設 スロープ新設 
予定価格（税込） ７８，１４４，０００円 
最低制限価格 設定する 
参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 
令和４年１０月２７日（木）午後３時００分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 建築工事業 Ｓ級又はＡ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の建築工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月３日（月）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ３日（月）午前９時から 
令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 
保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市営繕工事における週休２日モデル工事実施要領」にお

ける対象工事（受注者希望方式）である。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 

工事担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市建設局建築部営繕課 
電話 ０４８－８２９－１５２７ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 
さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４６６号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年１０月 ３日 

さいたま市長 清 水 勇 人    
  

１ 開発区域に含まれる地域の名称 
さいたま市北区盆栽町５３５番１、５３５番８、５３５番９、５３５番１０、５３５番１１、 
５３５番１２、５３５番１３、５３５番１４ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
さいたま市浦和区常盤十丁目１５番１６号 
ポラスマイホームプラザ株式会社 代表取締役 中内 啓夫 

３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 
 第開－Ｎ２０２２０３２号 
４ 検査済証番号 

令 和 ４ 年 ９ 月 ３ ０ 日 
第完－Ｎ２０２２０３２号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４６７号 
さいたま市下水道条例（平成１３年さいたま市条例第２７０号）第８条に規定する下水道排水設備

指定工事店を次のとおり指定したため、さいたま市下水道排水設備指定工事店条例（平成１３年さい

たま市条例第２７２号）第１７条の規定により告示する。 
令和４年１０月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

１ 指定した下水道排水設備指定工事店    

次の表のとおり 

指定番号 名称 営業所の所在地 氏名又は代表者名 

第 413 号 IDC 商事  さいたま市大宮区堀の内町 2-92-24 西ノ谷 勉 

第 414 号 合同会社 蒼水設備  
さいたま市緑区大字三室 202-66 

アールガレージ浦和東Ⅰ 103 号室 
古賀 拓磨 

第 960 号 株式会社 武蔵設備  入間市新久 669-50 水村 貴幸 

２ 指定基準 

⑴ 責任技術者が１人以上専属していること。 
⑵ 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。 
⑶ 埼玉県内に営業所があること。 
⑷ 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 工事業者（法人にあっては代表者）が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
イ 工事業者（法人にあっては代表者）が、さいたま市下水道排水設備指定工事店条例（以下

「指定工事店条例」という。）第１５条第１項の規定により責任技術者としての登録を取

り消され、その取消しの日から２年を経過しない者 
ウ 指定工事店条例第６条第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から２年を

経過しない者 
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由が

ある者 
オ 工事業者（法人にあっては代表者）が、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工 

事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができ 
ない者 

カ 法人で、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの 
３ 指定業務 

排水設備等の新設等の工事 
４ 指定有効期間   令和４年１０月１日から令和６年３月３１日まで 
５ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所建設局下水道部下水道維持管理課 排水指導係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１５５９ 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４６８号 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文、第４６条第１項及び第５３条第１項

本文に規定する指定を次のとおり指定したので、第７８条第１項第１号、第８５条第１項第１号及び

第１１５条の１０第１項第１号により告示する。 
令和４年１０月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

⑴ たいようの杜 短期入所生活介護 事業所 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤 8 丁目 17 番 9 号  
イ 事業種別  短期入所生活介護 
ウ 申請者   社会福祉法人 まあれ愛恵会 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区南浦和 2 丁目 12 番 17 号  
オ 代表者   理事長  海田 英彦 
カ 指定番号  1176518155 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

⑵ たいようの杜 短期入所生活介護 事業所 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤 8 丁目 17 番 9 号  
イ 事業種別  介護予防短期入所生活介護 
ウ 申請者   社会福祉法人 まあれ愛恵会 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市南区南浦和 2 丁目 12 番 17 号  
オ 代表者   理事長  海田 英彦 
カ 指定番号  1176518155 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

⑶ 訪問介護事業所ラビット 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 767 番地 1  
イ 事業種別  訪問入浴介護 
ウ 申請者   株式会社ラビット 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 767 番地 1  
オ 代表者   代表取締役  飯島 光子 
カ 指定番号  1176519260 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

⑷ 訪問介護事業所ラビット 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 767 番地 1  
イ 事業種別  介護予防訪問入浴介護 
ウ 申請者   株式会社ラビット 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 767 番地 1  
オ 代表者   代表取締役  飯島 光子 
カ 指定番号  1176519260 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

⑸ けあビジョン東大宮 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 3 丁目 2 番地 56 クラーク館 1 階 
イ 事業種別  訪問介護 
ウ 申請者   株式会社ビジュアルビジョン 
エ 申請者住所 埼玉県上尾市上町 1 丁目 1 番 14 号  
オ 代表者   代表取締役  井沢 隆 
カ 指定番号  1176520052 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

⑹ ケアプランおはなみ 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻 6795 番地  
イ 事業種別  居宅介護支援 
ウ 申請者   合同会社Ｂｅａｒ 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻 6795 番地  
オ 代表者   代表社員  阿部 英紀 
カ 指定番号  1176520060 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

⑺ 訪問介護ステーションケアビリティ 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市浦和区仲町 2 丁目 9 番 6 号 加来ビル 406 
イ 事業種別  訪問介護 
ウ 申請者   株式会社Ｍａｔｅ 
エ 申請者住所 東京都練馬区中村北 2 丁目 2 番 3 号 コンパルティア練馬 105 
オ 代表者   代表取締役  佐々木 裕基 
カ 指定番号  1176520078 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

⑻ ウェルパーソンズ大宮 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 1 丁目 916 番地 3 大和田 310 ビル 2 階 
イ 事業種別  福祉用具貸与 
ウ 申請者   ウェルパーソンズ株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地  
オ 代表者   代表取締役  堀越 太志 
カ 指定番号  1176520086 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

⑼ ウェルパーソンズ大宮 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 1 丁目 916 番地 3 大和田 310 ビル 2 階 
イ 事業種別  特定福祉用具販売 
ウ 申請者   ウェルパーソンズ株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地  
オ 代表者   代表取締役  堀越 太志 
カ 指定番号  1176520086 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 
⑽ ウェルパーソンズ大宮 

ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 1 丁目 916 番地 3 大和田 310 ビル 2 階 
イ 事業種別  介護予防福祉用具貸与 
ウ 申請者   ウェルパーソンズ株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地  
オ 代表者   代表取締役  堀越 太志 
カ 指定番号  1176520086 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

⑾ ウェルパーソンズ大宮 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 1 丁目 916 番地 3 大和田 310 ビル 2 階 
イ 事業種別  特定介護予防福祉用具販売 
ウ 申請者   ウェルパーソンズ株式会社 
エ 申請者住所 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地  
オ 代表者   代表取締役  堀越 太志 
カ 指定番号  1176520086 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４６９号 
介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定に基づき、次のとおり第１号事業者の指定をしたた

め告示する。 
令和４年１０月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 指定した施設・事業所 

⑴ けあビジョン東大宮 
ア 事業所住所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 3 丁目 2 番地 56 クラーク館 1 階 
イ 事業種別  介護予防訪問介護サービス 
ウ 申請者   株式会社ビジュアルビジョン 
エ 申請者住所 埼玉県上尾市上町 1 丁目 1 番 14 号  
オ 代表者   代表取締役  井沢 隆 
カ 指定番号  1176520052 
キ 指定年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４７０号 
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条第１項第２号、第７８条の１１第１項第２号及び

第８５条第１項第２号及び第１１５条の１０第１項第２号及び第１１５条の２０第１項第２号の規定

により告示する。 
令和４年１０月３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 廃止した施設・事業所 

⑴ デイハウス つくしんぼ 岩槻 Mahalo  
ア 住所 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻 1 丁目 6 番地 2 山城屋ビル１F 
イ 事業種別 地域密着型通所介護 
ウ 開設者 株式会社 つくしんぼ 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 3175 番地 
オ 代表者 代表取締役 加瀬 圭介 
カ 指定番号 1176509626 
キ 廃止年月日 令和 4 年 8 月 31 日 

⑵ デイハウス つくしんぼ 岩槻 Mahalo  
ア 住所 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻 1 丁目 6 番地 2 山城屋ビル１F 
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 
ウ 開設者 株式会社 つくしんぼ 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 3175 番地 
オ 代表者 代表取締役 加瀬 圭介 
カ 指定番号 1176509626 
キ 廃止年月日 令和 4 年 8 月 31 日 

⑶ あずみ苑 三橋  
ア 住所 埼玉県さいたま市西区三橋 5 丁目 517 番地 
イ 事業種別 居宅介護支援 
ウ 開設者 株式会社 レオパレス２１ 
エ 開設者住所 東京都中野区本町 2-54-11 
オ 代表者 代表取締役 宮尾 文也 
カ 指定番号 1176506341 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 1 日 

⑷ さいたま記念  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区東宮下 196 番地 
イ 事業種別 居宅介護支援 
ウ 開設者 医療法人 一成会 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市見沼区東宮下 196 番地 
オ 代表者 理事長 遠藤 真弘 
カ 指定番号 1176504957 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

⑸ エスケアサポート  
ア 住所 埼玉県さいたま市桜区栄和 1 丁目 9 番 30 号 
イ 事業種別 福祉用具貸与 
ウ 開設者 株式会社エス・クリーニング 
エ 開設者住所 群馬県太田市由良町 700-2 
オ 代表者 代表取締役社長 清水 貴文 
カ 指定番号 1176508875 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⑹ エスケアサポート  
ア 住所 埼玉県さいたま市桜区栄和 1 丁目 9 番 30 号 
イ 事業種別 特定福祉用具販売 
ウ 開設者 株式会社エス・クリーニング 
エ 開設者住所 群馬県太田市由良町 700-2 
オ 代表者 代表取締役社長 清水 貴文 
カ 指定番号 1176508875 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⑺ エスケアサポート  
ア 住所 埼玉県さいたま市桜区栄和 1 丁目 9 番 30 号 
イ 事業種別 介護予防福祉用具貸与 
ウ 開設者 株式会社エス・クリーニング 
エ 開設者住所 群馬県太田市由良町 700-2 
オ 代表者 代表取締役社長 清水 貴文 
カ 指定番号 1176508875 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⑻ エスケアサポート  
ア 住所 埼玉県さいたま市桜区栄和 1 丁目 9 番 30 号 
イ 事業種別 特定介護予防福祉用具販売 
ウ 開設者 株式会社エス・クリーニング 
エ 開設者住所 群馬県太田市由良町 700-2 
オ 代表者 代表取締役社長 清水 貴文 
カ 指定番号 1176508875 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⑼ ケアサポート株式会社  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 1 丁目 916 番地 3 ロイヤルビル 2 階 
イ 事業種別 福祉用具貸与 
ウ 開設者 ケアサポート株式会社 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地 
オ 代表者 代表取締役 堀越 太志 
カ 指定番号 1176513313 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 
⑽ ケアサポート株式会社  

ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 1 丁目 916 番地 3 ロイヤルビル 2 階 
イ 事業種別 特定福祉用具販売 
ウ 開設者 ケアサポート株式会社 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地 
オ 代表者 代表取締役 堀越 太志 
カ 指定番号 1176513313 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⑾ ケアサポート株式会社  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 1 丁目 916 番地 3 ロイヤルビル 2 階 
イ 事業種別 介護予防福祉用具貸与 
ウ 開設者 ケアサポート株式会社 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地 
オ 代表者 代表取締役 堀越 太志 
カ 指定番号 1176513313 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⑿ ケアサポート株式会社  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 1 丁目 916 番地 3 ロイヤルビル 2 階 
イ 事業種別 特定介護予防福祉用具販売 
ウ 開設者 ケアサポート株式会社 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市大宮区土手町 1 丁目 2 番地 
オ 代表者 代表取締役 堀越 太志 
カ 指定番号 1176513313 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⒀ つぼみ  
ア 住所 埼玉県さいたま市浦和区大東 3 丁目 16 番 12 号 
イ 事業種別 居宅介護支援 
ウ 開設者 特定非営利活動法人つぼみの会 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 1888 番地 2 
オ 代表者 代表理事 本間 園子 
カ 指定番号 1176516118 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⒁ たのし家・うれし家  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野 915 番地 1 
イ 事業種別 認知症対応型共同生活介護 
ウ 開設者 社会福祉法人 友遊会 
エ 開設者住所 秋田県秋田市飯島道東 1-5-1 
オ 代表者 理事長 稲庭 千弥子 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

カ 指定番号 1196500258 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⒂ たのし家・うれし家  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野 915 番地 1 
イ 事業種別 介護予防認知症対応型共同生活介護 
ウ 開設者 社会福祉法人 友遊会 
エ 開設者住所 秋田県秋田市飯島道東 1-5-1 
オ 代表者 理事長 稲庭 千弥子 
カ 指定番号 1196500258 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⒃ おたっしゃ倶楽部 うらわ  
ア 住所 埼玉県さいたま市浦和区領家 7 丁目 28 番 7 号 
イ 事業種別 小規模多機能型居宅介護 
ウ 開設者 社会福祉法人 鴻鵠の会 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 3 丁目 83 番地 4 
オ 代表者 理事長 山﨑 きくえ 
カ 指定番号 1196500878 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⒄ おたっしゃ倶楽部 うらわ  
ア 住所 埼玉県さいたま市浦和区領家 7 丁目 28 番 7 号 
イ 事業種別 介護予防小規模多機能型居宅介護 
ウ 開設者 社会福祉法人 鴻鵠の会 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 3 丁目 83 番地 4 
オ 代表者 理事長 山﨑 きくえ 
カ 指定番号 1196500878 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

⒅ ゆうゆう訪問介護  
ア 住所 埼玉県さいたま市岩槻区上里 1 丁目 4 番地 61-108 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス 
ウ 開設者 有限会社 ゆうゆう 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市岩槻区大字平林寺 516 番地 3 
オ 代表者 代表取締役 坂下 太郎 
カ 指定番号 1170700619 
キ 廃止年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

⒆ 訪問介護ステーション 見沼緑水苑  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 1260 番地 トヤマビル 301 号 
イ 事業種別 訪問介護 
ウ 開設者 社会福祉法人 五葉会 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 1260 番地 トヤマビル 301 号 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

オ 代表者 理事長 戸山 文洋 
カ 指定番号 1176500666 
キ 廃止年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

⒇ 訪問介護ステーション 見沼緑水苑  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 1260 番地 トヤマビル 301 号 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス 
ウ 開設者 社会福祉法人 五葉会 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 1260 番地 トヤマビル 301 号 
オ 代表者 理事長 戸山 文洋 
カ 指定番号 1176500666 
キ 廃止年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

(21)  訪問介護ステーション 見沼緑水苑  
ア 住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 1260 番地 トヤマビル 301 号 
イ 事業種別 家事支援型訪問サービス 
ウ 開設者 社会福祉法人 五葉会 
エ 開設者住所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町 2 丁目 1260 番地 トヤマビル 301 号 
オ 代表者 理事長 戸山 文洋 
カ 指定番号 1176500666 
キ 廃止年月日 令和 4 年 10 月 1 日 

(22)  プラチナ・訪問介護ステーション伊奈  
ア 住所 埼玉県北足立郡伊奈町寿 1 丁目 84-1 
イ 事業種別 介護予防訪問介護サービス 
ウ 開設者 株式会社レイクス２１ 
エ 開設者住所 東京都千代田区大手町 1 丁目 5 番 1 号 
オ 代表者 代表取締役 池 俊明 
カ 指定番号 1171300427 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

(23)  リハビリデイ秋  
ア 住所 埼玉県戸田市上戸田 5-4-2 小山ハイツ 1F 
イ 事業種別 介護予防通所介護サービス 
ウ 開設者 株式会社フォーシーズン 
エ 開設者住所 埼玉県戸田市上戸田 3-23-32 
オ 代表者 代表取締役 松永 伸幸 
カ 指定番号 1171900523 
キ 廃止年月日 令和 4 年 9 月 30 日 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市役所保健福祉局長寿応援部介護保険課事業者係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１２６５ 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４７１号 
さいたま市個人住民税賦課事務補助員派遣（令和５年度課税分）について、次のとおり一般競争入

札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条

の６の規定に基づき公告する。 
令和４年１０月４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名 
さいたま市個人住民税賦課事務補助員派遣（令和５年度課税分） 

⑵ 履行場所 
さいたま市西区西大宮３－４－２外 

⑶ 業務概要 
入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和５年１月２７日から令和５年３月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」で登載されている

者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑺ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第

８８号）第５条に規定する労働者派遣事業許可を受けている者であること。 
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３ 入札説明書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 管理・企画係 電話 ０４８（８２９）１９１３ 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年１０月１４日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付方法 

DVD－Ｒ 
⑷ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
令和４年１０月２４日（月）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。入札金額は、各業務の１人１時間当たりの単価を予定数量で乗じた総合計金額を

記入し、内訳を記載した内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書

に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未
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満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１１月１日（火）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階 第１会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額（単価）に予定業務量を乗じた額（税込み）の１００分の５以上を納付するこ

と。ただし、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当す

る場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１１月１日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 
電話 ０４８（８２９）１９１３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 
⑴  契約保証金 

見積もった金額（単価）に予定業務量を乗じた額（税込み）の１００分の１０以上を納付する

こと。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
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⑶ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 
⑷ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
⑸ 詳細は、入札説明書による。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１４７２号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ４ 年 １ ０ 月 ４ 日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字飯塚字本田１１９３番１６ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  （省略） 
３ 許可番号 
  令 和 ４ 年 ８ 月 ２ ２ 日  
  第開‐Ｎ２０２２０５５号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ４ 年 １ ０ 月 ３ 日 
  第完‐Ｎ２０２２０５５号 
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さいたま市告示第１４７３号 
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模

小売店舗の変更の届出があったので、その概要等を同法第６条第３項の規定において準用する同法第

５条第３項の規定に基づき公告します。 
令和４年１０月４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 届出の概要 

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
名   称 ＤＣＭさいたま蓮沼店 
所 在 地 さいたま市見沼区大字蓮沼字北海道 1406 番 1 ほか 

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
名   称 ＤＣＭ株式会社 

代 表 者 代表取締役 石黒 靖規 

住   所 東京都品川区南大井６丁目２２番７号 
⑶ 変更した事項 

ア 大規模小売店舗の名称 
 （変更前）ＤＣＭホーマックさいたま蓮沼店 
 （変更後）ＤＣＭさいたま蓮沼店 

⑷ 変更の年月日 
令和４年９月１日 

⑸ 変更する理由 
店舗名称変更のため。 

２ 届出年月日 

 令和４年９月２６日 
３ 届出及び添付書類の縦覧期間 

 令和４年１０月４日から令和５年２月６日まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

４ 届出及び添付書類の縦覧場所 
⑴ さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 

住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 
FAX ０４８（８２９）１９４４ 

⑵ 浦和区役所区民生活部地域商工室 
住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番地４ 

電話 ０４８（８２９）６１７９ 
FAX ０４８（８２９）６２３５ 

５ この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべ

き事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に、さいたま市長に対し、意見書

の提出によりこれを述べることができます。 
⑴ 意見書の提出期間 
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令和４年１０月４日から令和５年２月６日まで。 
⑵ 意見書の提出先 

さいたま市役所経済局商工観光部商業振興課 
郵便番号 ３３０－９５８８ 
住所 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

電話 ０４８（８２９）１３６４ 
FAX ０４８（８２９）１９４４ 
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さいたま市告示第１４７４号 

さいたま市町名変更資料作成等業務（蓮沼下地区）について、次のとおり一般競争入札を行うので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基

づき公告する。 

令和４年１０月４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市町名変更資料作成等業務（蓮沼下地区） 

⑵ 履行場所 

受託者事務所外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

契約締結の日から令和５年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）に業務「建設コンサルタント／都市計画及び地方計画／開発事業」で登載されている者で

あること。 

⑵ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳ Ｑ １５００１

）付与認定を受けていること。 

⑶ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑷ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成

１３年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受けている期

間がない者であること。 

⑸ 平成３０年４月１日以降に、本業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を１件以上締結し、

確実に履行した実績を有している者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

担当 中村、山本 電話 ０４８（８２９）１８３３ 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

⑵ 交付期間 

公告の日から令和４年１０月１８日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３

年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

⑷ その他 

郵送又は電子メールによる交付を希望する者は⑵の期間内に⑴の電話番号に連絡すること。 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」

という。）の申請を行わなければならない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日時 

令和４年１０月２０日（木）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年１０月２５日（火）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟１階第６会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１
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３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 
ア 日時 

令和４年１０月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 
イ 場所 

６⑵イに同じ 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の

範囲内で最低制限価格以上の最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は、これを無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市市民局区政推進部 

電話 ０４８（８２９）１８３３ 

FAX ０４８（８２９）１９９２ 
７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市市民局区政推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 
http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１４７５号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年１０月５日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
 さいたま市西区大字宝来字葭野１３３５番１、１３３６番１、１３３７番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

東京都品川区大崎一丁目１１番２号 
株式会社 ローソン 
代表取締役 竹増 貞信 

３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ８ 月 １ ９ 日 
 第開‐Ｎ２０２２０４６号 
４ 検査済証番号 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ４ 日 
 第完‐Ｎ２０２２０４６号 
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さいたま市告示第１４７６号 

さいたま市セカンドライフ支援事業セミナー開催業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 

令和４年１０月５日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市セカンドライフ支援事業セミナー開催業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区東高砂町１１－１ コムナーレ９階 セカンドライフ支援センター外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

契約締結の日から令和５年３月１０日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に

業務「イベント・催事」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること 

⑷ 過去５年の間、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、高齢者を対象とした就労、

ボランティア、生涯学習等に関するセミナー等の業務の契約実績があり、かつ、履行した実績を

有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

   さいたま市ホームページからダウンロード 

   https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p092274.html 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年１０月１４日（金）午後４時まで 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p092274.html


さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

  告示の日から令和４年１０月１４日（金）まで（持参の場合は、さいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４

時まで） 

⑶ 受付場所 

  〒３３０－００５５ さいたま市浦和区東高砂町１１－１ コムナーレ９階 

 さいたま市セカンドライフ支援センター 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送（郵送による提出の場合、簡易書留郵便を含む書留郵便により提出すること。） 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

  ４⑶に同じ 

⑵ 交付日時 

令和４年１０月２０日（木）午前９時から午後４時まで 

⑵ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

  本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

 ⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

 ⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

  総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

 ⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

令和４年１０月２５日（火）午前１０時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第６会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年１０月２５日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部高齢福祉課 

   電話 ０４８（８２９）１２５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８１ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

 ⑶ 議決の要否 

   否 

９ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局長寿応援部高齢福祉課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 
 
 
 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１４７７号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年１０月 ６日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市見沼区大字御蔵字神明脇３４１番５、３４１番７ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 （省略） 
３ 許可番号 
 令和４年 ５月１７日 
 第開－Ｎ２０２２０１０号 
４ 検査済証番号 
 令和４年１０月 ５日 
 第完－Ｎ２０２２０１０号 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４７８号 

さいたま市環境影響評価条例（平成１５年さいたま市条例第３２号）第２２条の規定により、さい

たま市緑区大門において計画されている「（仮称）浦和大門物流センター計画」に係る環境影響評価

書及び関係書類の提出があった旨及び縦覧の場所等を公告するものである。 

令和４年１０月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 事業概要 

⑴   事業者の名称、代表者氏名及び所在地 

   名   称 センコーグループホールディングス株式会社 

   代表者氏名 代表取締役社長 福田 泰久 

所 在 地 東京都江東区潮見２丁目８番10号 潮見ＳＩＦビル 

⑵   対象事業の名称、種類及び規模 

  名   称 （仮称）浦和大門物流センター計画 

種   類 高層建築物の建設、大規模建築物の建設、開発行為に係る事業 

規   模 高さ：約40m、法定延床面積：約84,460㎡、敷地面積：約47,400㎡ 

⑶   対象事業実施区域 さいたま市緑区大門 

⑷  関係地域の範囲  さいたま市緑区、岩槻区及び川口市のうち、対象事業実施区域の周 

囲１．５キロメートル以内の地域 

２ 縦覧場所 

 ⑴ 市役所７階 環境局環境共生部環境対策課 

 ⑵ 各区役所情報公開コーナー 

 ⑶ 各市立図書館、美園公民館、川口市環境部環境総務課 

３ 縦覧期間及び縦覧時間 

期間：令和４年１０月６日（木）から令和４年１０月２０日（木）まで 

  時間：縦覧場所⑴、⑵は開庁日の午前９時から午後４時３０分まで。⑶は各施設の開館時間によ

る。 

４ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市 環境局 環境共生部 環境対策課 環境審査係 

⑵ 電話 ０４８（８２９）１３３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４７９号 

脱炭素先行地域モニタリング等支援業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。 
令和４年１０月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
脱炭素先行地域モニタリング等支援業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

   仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
  契約締結日から令和５年３月２８日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の公告日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に、

業務「計画策定」のうち受注希望業務「その他の計画策定」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 
⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ （省略）令和元年度から本入札の公告日までの期間において、分野を問わず計画策定等に係る

業務委託契約をさいたま市との間で締結した実績を１件以上有すること。 

⑸ 令和元年度から本入札の公告日までの期間において、再生可能エネルギー等の導入促進に係る

業務委託契約を国（国の機関も含む。）、都道府県又は政令指定都市との間で締結した実績を１

件以上有すること。 

３ 入札説明書及び各種様式の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び各種様式を交付するものとする。 

⑴ 交付方法  さいたま市ホームページからダウンロード 
    https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p091790.html 

⑵ 交付期間 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p091790.html
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公告の日から令和４年１０月２０日（木）午後４時まで 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ ２⑷及び２⑸の実績がわかる契約書の写し 

⑵ 受付期間 
公告の日から令和４年１０月２０日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時

から正午まで及び午後１時から午後４時まで） 
⑶ 受付場所 
  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局環境共生部環境創造政策課 

担当 ゼロカーボン推進係 電話 ０４８（８２９）１３２４ 
⑷ 提出方法 

持参 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付方法 

郵送 
⑵ 交付日時 

令和４年１０月２６日（水）を目途に発送する。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１１月２日（水）午後２時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所地下１階第２会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 
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ア 日時 
令和４年１１月２日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 

設定する。なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加で

きない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の最低の価格をもって有

効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市環境局環境共生部環境創造政策課 
電話 ０４８（８２９）１３２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html


さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４８０号 
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５８条第１項の規定により、令和４年１０月１６日に

実施するさいたま都市計画事業岩槻駅西口土地区画整理審議会委員選挙について、土地区画整理法施行令

（昭和３０年政令第４７号）第２４条第２項の規定により届出のあった候補者は次のとおりであり、同令

第２４条第５項の規定により告示する。 
令和４年１０月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 宅地の所有者が選挙する委員の候補者 

氏  名 住  所 

   （省略） （省略） 

（省略） （省略） 

（省略） （省略） 

（省略） （省略） 

（省略） （省略） 

（省略） （省略） 

（省略） （省略） 

（省略）  （省略） 

２ 連絡先 
⑴ 担当 さいたま市都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所管理係 

⑵ 電話 ０４８（７９０）０２３４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４８１号 
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５８条第１項の規定により令和４年１０月１６日に実

施予定であった、さいたま都市計画事業岩槻駅西口土地区画整理審議会委員選挙について、宅地所有者が

選挙すべき委員の届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数を超えなかったため、投票を行わないこ

ととし、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２６条の規定により告示する。 
令和４年１０月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所管理係 
⑵ 電話 ０４８（７９０）０２３４ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４８２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定によりさいたま都市計画生産緑地地区を変更しようとするので、同法第２１条第２項の規定にお

いて準用する同法第１７条第１項の規定により、都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、縦覧に供された都市計画の案については、縦覧期間満了の日までにさいたま市に意見書を提

出することができる。 

  令和４年１０月６日 

さいたま市長  清水 勇人   

１ 都市計画の種類及び名称 

  別表のとおり 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

イ 追加する土地の区域 

別表のとおり 

ロ 削除する土地の区域 

別表のとおり 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

   さいたま市 都市局 みどり公園推進部 みどり推進課 

                      北部公園整備課 

                      南部公園整備課 

４ 縦覧日時 

   期間 令和４年１０月７日（金）から令和４年１０月２１日（金）まで 

   時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

   ※土曜日、日曜日及び祝日は除く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表

イ　追加する土地の区域 ロ　削除する土地の区域

さいたま都市計画指扇25号生産緑地地区 な　し 西区大字指扇字入合の一部

さいたま都市計画指扇41-3号生産緑地地区 西区大字指扇字大西の一部 な　し

さいたま都市計画土屋3号生産緑地地区 な　し 西区大字土屋字瀬戸谷の一部

さいたま都市計画西大宮15号生産緑地地区 な　し 西区西大宮2丁目の一部

さいたま都市計画西大宮33号生産緑地地区 な　し 西区西大宮4丁目の一部

さいたま都市計画大砂土1-1号生産緑地地区 な　し 北区土呂町の一部

さいたま都市計画日進6号生産緑地地区 な　し 北区日進町3丁目の一部

さいたま都市計画日進12号生産緑地地区 北区日進町3丁目の一部 な　し

さいたま都市計画大砂土東44-1号生産緑地地区 な　し
見沼区大和田町2丁目の一部
（面積表示のみの変更）

さいたま都市計画大谷3号生産緑地地区 な　し 見沼区大字大谷字稲荷の一部

さいたま都市計画大谷4号生産緑地地区 な　し 見沼区大字大谷字稲荷の一部

さいたま都市計画片柳2-1号生産緑地地区 見沼区大字東新井字新田の一部 な　し

さいたま都市計画片柳7号生産緑地地区 な　し 見沼区大字御蔵字原の一部

さいたま都市計画片柳22-1号生産緑地地区 な　し 見沼区大字南中丸字台の一部

さいたま都市計画片柳22-2号生産緑地地区 な　し 見沼区大字南中丸字堀之内の一部

さいたま都市計画片柳51号生産緑地地区 な　し 見沼区大字南中丸字上高井の一部

さいたま都市計画片柳65号生産緑地地区 な　し 見沼区大字南中丸字台の一部

さいたま都市計画片柳98号生産緑地地区 見沼区大字中川字諏訪の一部 見沼区大字中川字諏訪の一部

さいたま都市計画片柳109号生産緑地地区 見沼区大字中川字大山の一部 な　し

さいたま都市計画島町2号生産緑地地区 見沼区島町の一部 な　し

さいたま都市計画七里5号生産緑地地区 な　し
見沼区大字大谷字稲荷東の一部
（面積表示のみの変更）

さいたま都市計画七里58-1号生産緑地地区
見沼区風渡野1丁目の一部
見沼区風渡野2丁目の一部

な　し

さいたま都市計画七里60-2号生産緑地地区 な　し 見沼区風渡野2丁目の一部

さいたま都市計画七里61号生産緑地地区 見沼区風渡野2丁目の一部 な　し

さいたま都市計画春岡37号生産緑地地区 な　し 見沼区大字小深作字程島の一部

さいたま都市計画円阿弥5号生産緑地地区 中央区円阿弥4丁目の一部 な　し

さいたま都市計画白鍬2号生産緑地地区 な　し 桜区大字白鍬字上下横手の一部

さいたま都市計画上木崎1号生産緑地地区 浦和区上木崎3丁目の一部 な　し

さいたま都市計画上木崎2号生産緑地地区 浦和区上木崎3丁目の一部 な　し

さいたま都市計画大谷口11号生産緑地地区 な　し 南区大字大谷口字向原の一部

さいたま都市計画白幡1号生産緑地地区 南区白幡2丁目の一部 な　し

さいたま都市計画道祖土6号生産緑地地区 な　し 緑区道祖土3丁目の一部

さいたま都市計画大門11号生産緑地地区 な　し 緑区大字大門字椚谷の一部

さいたま都市計画大門14号生産緑地地区 な　し 緑区大字大門字椚谷の一部

さいたま都市計画大門22号生産緑地地区 な　し 緑区大字大門字椚谷の一部

さいたま都市計画大門45号生産緑地地区 な　し 緑区大字大門字東裏の一部

さいたま都市計画中尾13-1号生産緑地地区 な　し 緑区大字中尾字不動谷の一部

さいたま都市計画中尾23号生産緑地地区 な　し 緑区大字中尾字駒形の一部

さいたま都市計画馬場9号生産緑地地区 な　し 緑区馬場2丁目の一部

さいたま都市計画東浦和区画17号生産緑地地区 な　し 緑区東浦和5丁目の一部

さいたま都市計画三室5号生産緑地地区 な　し 緑区大字三室字中原後の一部

さいたま都市計画三室24-1号生産緑地地区 な　し 緑区大字三室字原前の一部

1　種類及び名称
2　都市計画を変更する土地の区域



別表

イ　追加する土地の区域 ロ　削除する土地の区域
1　種類及び名称

2　都市計画を変更する土地の区域

さいたま都市計画三室35号生産緑地地区 な　し 緑区大字三室字南宿の一部

さいたま都市計画三室38号生産緑地地区
緑区大字三室字南宿の一部
（面積表示のみの変更）

な　し

さいたま都市計画三室41-1号生産緑地地区 緑区大字三室字東宿の一部 な　し

さいたま都市計画表慈恩寺63号生産緑地地区 な　し 岩槻区大字上野字四番の一部

さいたま都市計画南辻104号生産緑地地区 な　し 岩槻区大字南辻字前の一部

さいたま都市計画南辻107-2号生産緑地地区 な　し 岩槻区大字南辻字前の一部

さいたま都市計画南平野27号生産緑地地区 な　し 岩槻区南平野2丁目の一部

さいたま都市計画南平野32号生産緑地地区 岩槻区南平野3丁目の一部 な　し

さいたま都市計画大砂土7号生産緑地地区 な　し 北区土呂町2丁目の一部

さいたま都市計画大砂土8号生産緑地地区 な　し 北区土呂町2丁目の一部

さいたま都市計画大砂土12号生産緑地地区 な　し 北区土呂町2丁目の一部

さいたま都市計画大砂土13号生産緑地地区 な　し 北区土呂町2丁目の一部

さいたま都市計画日進5号生産緑地地区 な　し 北区日進町3丁目の一部

さいたま都市計画中部6号生産緑地地区 な　し 大宮区寿能町2丁目の一部

さいたま都市計画大谷11号生産緑地地区 な　し 見沼区大字大谷字弁天の一部

さいたま都市計画片柳35号生産緑地地区 な　し
見沼区大字南中野字猿花の一部
見沼区大字南中野字新田の一部

さいたま都市計画片柳50号生産緑地地区 な　し 見沼区大字南中丸字高井の一部

さいたま都市計画片柳58-1号生産緑地地区 な　し 見沼区大字南中丸字八幡の一部

さいたま都市計画片柳70号生産緑地地区 な　し 見沼区大字南中丸字山崎の一部

さいたま都市計画島町3号生産緑地地区 な　し 見沼区島町の一部

さいたま都市計画七里25号生産緑地地区 な　し 見沼区大字蓮沼字前田の一部

さいたま都市計画春岡51号生産緑地地区 な　し 見沼区大字小深作字中島の一部

さいたま都市計画大戸1号生産緑地地区 な　し 中央区大戸6丁目の一部

さいたま都市計画広ヶ谷戸2号生産緑地地区 な　し 南区大字広ヶ谷戸字吹通の一部

さいたま都市計画大門7号生産緑地地区 な　し 緑区大字大門字南方の一部

さいたま都市計画原山2号生産緑地地区 な　し 緑区原山3丁目の一部

さいたま都市計画原山3号生産緑地地区 な　し 緑区原山3丁目の一部

さいたま都市計画馬場3-2号生産緑地地区 な　し 緑区馬場1丁目の一部

さいたま都市計画東浦和区画15号生産緑地地区 な　し 緑区東浦和7丁目の一部

さいたま都市計画東浦和区画16号生産緑地地区 な　し 緑区東浦和6丁目の一部

さいたま都市計画松木26号生産緑地地区 な　し 緑区松木3丁目の一部

さいたま都市計画城町9号生産緑地地区 な　し 岩槻区城町2丁目の一部

さいたま都市計画南辻106号生産緑地地区 な　し 岩槻区大字南辻字前の一部

さいたま都市計画南平野28号生産緑地地区 な　し 岩槻区南平野3丁目の一部

さいたま都市計画宮町44号生産緑地地区 な　し 岩槻区宮町2丁目の一部

さいたま都市計画宮原94号生産緑地地区 北区吉野町2丁目の一部 な　し

さいたま都市計画宮原95号生産緑地地区 北区吉野町2丁目の一部 な　し

さいたま都市計画大谷12号生産緑地地区 見沼区大字大谷字弁天の一部 な　し

さいたま都市計画片柳58－3号生産緑地地区 見沼区大字南中丸字八幡の一部 な　し

さいたま都市計画片柳58－4号生産緑地地区 見沼区大字南中丸字八幡の一部 な　し

さいたま都市計画片柳117号生産緑地地区 見沼区大字東新井字新田の一部 な　し



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４８３号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 
令和 ４年１０月 ６日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市岩槻区宮町二丁目４６６番５、４６６番７ 
⑵ 指定の年月日 令和 ４年１０月 ６日 
⑶ 指定の番号 第北２２－０１６号 

 ⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 
 ⑸ 道路の延長 ３４．９９ｍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４８４号 
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２９条第１項の規定により、さいたま市土呂農住特定

土地区画整理組合から、任期満了に伴う改選により、理事の氏名及び住所の届出が令和４年９月２８日付

けであったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。 
令和４年１０月６日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 就任した理事の氏名及び住所 
  （省略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑴

⑵

さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで）











さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４８６号 

さいたま市の発注する「岩槻駅西口土地区画整理事業 区画道路４号線外道路築造工事（Ｒ４）」

の一般競争入札について、次のとおり公告する。 

令和４年１０月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

⑴ 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

⑵ 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、⑴で定める事項を満たす者をそ

の構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 入札参加資格の確認 

⑴ 開札後、工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」

という。）の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格（さいたま市建

設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定。以下「最低制限価格取扱要綱」と

いう。）第４条に規定する最低制限価格をいう。以下同じ。）を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限価格の１１０分の１００の価格（以下「最低制限比較価格」とい

う。）以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって入札を行った者）を落札候

補者として通知し、落札を保留する。 

⑵ ⑴において、落札候補者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより落札候補者を決

定する。 

⑶ 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める条

例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当たる

場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を財政局契約管理部契約課（以下

「契約課」という。）に提出しなければならない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン
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ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

⑷ 落札候補者が特定共同企業体である場合には、⑶に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書

類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の割

印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

３ 落札者の決定 

⑴ 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、２⑶及び⑷において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補者

が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、入札書

比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって

入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較価格の制限の範囲内で最低制限

比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち最低の価格をもって入札を行っ

た者）を新たに落札候補者とする。 

⑵ ⑴において落札候補者の入札を無効とした場合、新たに落札候補者となるべき者が２人以上あ

るときは、電子くじによりこれを決定する。 

⑶ 市長は、⑴の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 

⑷ 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約

からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法に

基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、

その者を落札者とせず、入札書比較価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行ったその者以外

の者のうち最低の価格をもって入札を行った者（最低制限価格を定めている場合は、入札書比較

価格の制限の範囲内で最低制限比較価格以上の価格をもって入札を行ったその者以外の者のうち

最低の価格をもって入札を行った者）を新たに落札候補者とする。 
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４ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

⑴ 調査基準価格（さいたま市建設工事等低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下

「低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定め

ている場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格

が調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入

札を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格調査を行う。 

⑵ 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めている

場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設費、

現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者がした

入札を失格とする。 

⑶ 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなかっ

た低価格入札者）は、落札保留の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、その翌日

）の午後３時までに２⑶及び⑷に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる書類を契約課に提出し

なければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

⑷ 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の翌

日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積内

訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札者

の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その日

が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

⑸ 落札者の決定は、落札保留の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、⑶において提出

された書類に基づく低入札価格調査及び入札参加資格の確認を経て行う。低入札価格調査におい

て、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、その者がした

入札を失格とする。また、入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした
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入札を無効とする。 

５ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布 

⑴ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布（以下「設計図書等の閲覧等」という。）の方法は工事ご

とに別に定める。 

⑵ 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、設

計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共同

企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

⑶ 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図書

公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

⑷ 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によっては

書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

⑸ やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さいた

ま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

⑵ 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いにつ

いては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

７ 契約金の支払方法 

⑴ 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

⑵ 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわたる

契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円未

満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

⑶ 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行う

こととする。 

⑷ 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることがで

きる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制と

し、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

⑸ 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金額

の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１０

分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

８ 入札の無効 

さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１項

各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

９ その他 

⑴ 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 
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⑵ 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

⑶ 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

⑷ 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数制

限を行う。 

⑸ 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届出

書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出す

ること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

⑹ 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行わな

い。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札を行

った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

⑺ 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）は、

必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同企業

体である場合を除く。 

⑻ 落札者は、一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工事に配置する

こと。 

⑼ 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市建

設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要綱、

最低制限価格取扱要綱、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競争入札参加資格業者実態調

査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配置に係る取扱要領（令和３

年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－３２９２－１０ 

入札方法 一般競争入札（電子） 

参加形態 単体企業 

工事名 岩槻駅西口土地区画整理事業 区画道路４号線外道路築造工事（Ｒ４） 

工事場所 さいたま市岩槻区西町１丁目地内 

履行期間 契約確定の日から令和５年３月１０日まで 

概要 延長 排水構造物工 側溝工 62m Ｌ型街渠 （移設）117m （新設）65m 集

水桝工 2 基 舗装工 車道 670 ㎡ 歩道 （一般部）171 ㎡ （乗入部）45 ㎡ 

敷地造成工 整地 50 ㎥ 

予定価格（税込） 事後公表 

最低制限価格 設定する 

参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 

入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 

開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２７日（木）午後３時１０分 

参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市北部建設事務所の所管区域内（西区、北区、大宮区、見沼区及び岩槻

区）に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
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施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 

電子配布 

令和４年１０月７日（金）から 

質問受付期間 令和４年１０月 ７日（金）午前９時から 

令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 

質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 

免除 契 約 保

証金 

要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 

工事担当課 さいたま市岩槻区本町３丁目２番５号 

さいたま市都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所 

電話 ０４８－７９０－０２３４ 

契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第１４８７号 

さいたま市の発注する「歩道整備工事（市道２１５４１号線）」の特別簡易型総合評価方式一般競

争入札について、次のとおり公告する。 

令和４年１０月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 入札参加資格 

⑴ 入札に参加しようとする者は、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下「資格者名

簿」という。）に登載され、かつ、資格者名簿に登載されている事項が工事ごとに別に定める

参加資格の要件を満たす者であること。 

イ 参加申請日において、埼玉県電子入札共同システム（以下「システム」という。）で利用可

能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。なお、入札に参加しよ

うとする工事ごとに参加申請が必要なため、工事ごとに別に定める参加申請受付期間に、競争

参加資格確認申請書をシステムにおいて提出すること。 

ウ 本公告日から開札日において、さいたま市建設工事等請負業者入札参加停止要綱（平成１３

年さいたま市制定）に基づく入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団

排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）に基づく入札参加除外の措置を受けてい

ないこと。 

エ 開札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

をしていない者若しくは更生手続開始の決定がされた者又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者若しくは再生手続開始の決定がされた

者であること。ただし、会社更生法の規定による更生手続開始の決定をされた者又は民事再生

法の規定による再生手続開始の決定をされた者については、開札日において、別に定める競争

入札参加資格の再審査を受け、当該再審査の結果、資格者名簿に登載されている者に限る。 

オ 工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種に係る技術者の資格を有する者を、建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条の規定に基づき当該工事に配置できること。なお、

専任を要する主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、

参加申請日以前に恒常的に３箇月以上の雇用関係にある者であること。 

カ 参加形態を単体企業又は特定共同企業体の混合とする入札の場合において、単体企業として

参加しようとする者は、同一工事に参加する特定共同企業体の構成員でないこと。 

キ 本公告日において、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保険、厚生年金保

険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１

６号）に基づく雇用保険（以下「社会保険等」という。）に、事業主として加入しているもの

であること。ただし、当該保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者はこの

限りでない。 

ク 本公告日から入札書提出期間の末日までの期間において、同一入札に参加しようとする者の

間に資本関係又は人的関係がないこと。 

ケ 本公告日から落札者決定までの期間において、国、都道府県及び埼玉県内市町村から工事成

績不良の事由による入札参加停止の措置を２回以上受けていない者であること。 
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コ 本公告日において、工事ごとに別に定める名簿登載業種等に記載の業種について、有効な建

設業法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けていること。 

サ アからコまでに掲げるもののほか、本公告日において、工事ごとに別に定める参加資格をす

べて満たす者であること。 

⑵ 入札に参加しようとする者が特定共同企業体である場合には、⑴で定める事項を満たす者をそ

の構成員とし、かつ、次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。 

ア 自主的に結成された特定共同企業体であること。 

イ その構成員が同一工事における他の特定共同企業体の構成員でないこと。 

ウ その構成員が同一工事に単体企業として参加していないこと。 

エ 事業協同組合とその組合員が同一の特定共同企業体の構成員でないこと。 

オ 代表構成員の出資比率がその者以外の構成員の出資比率を上回っていること。 

カ ２者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ３０％以上であること。 

キ ３者による特定共同企業体である場合、構成員の出資比率はそれぞれ２０％以上であること。 

ク 構成員は、それぞれ(1)オに定める技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、監理

技術者の資格を要する工事においては、監理技術者は代表構成員が配置すること。 

２ 総合評価方式に関する事項 

 総合評価方式については次のとおりである。なお、落札者決定基準の詳細及び総合評価方式の実施

については、「さいたま市総合評価方式活用ガイドライン」（以下「総合評価方式ガイドライン」と

いう。）及び「総合評価方式に係る入札説明書」（以下「入札説明書」という。）による。 

 ⑴ 方式 

  特別簡易型 

 ⑵ 評価値の算出方法 

  除算方式 

３ 技術資料の提出及び審査 

⑴ 自己採点申請書の技術評価点及び入札書に記載された金額を総合的に評価した評価値が最も高

い者（以下「第一順位者」という。）は工事ごとに定める入札説明書に基づき技術資料を作成し、

財政局契約管理部契約課（以下「契約課」という。）に提出すること。 

⑵ ⑴において、第一順位者となるべき者が２人以上あるときは、電子くじにより第一順位者を決

定する。 

⑶ 自己採点申請書及び技術資料の提出方法及び提出期間は、入札説明書に明記する。 

⑷ 技術資料の審査及び技術評価点の算出は、入札説明書に基づき行い、第一順位者の順位に変動

が生じないときは、その者を落札候補者として通知する。 

⑸ 工事ごとに別に定める予定価格の１１０分の１００の価格（以下「入札書比較価格」という。

）の制限の範囲を超えた価格をもって入札を行った者については、総合評価は行わない。また、

６に規定する低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認め

られた者については、総合評価は行わない。 

４ 入札参加資格の確認 

 ⑴ 落札候補者は、落札候補者決定の通知をした日の翌日（その日がさいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条に掲げる休日（以下「休日」という。）に当た
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る場合は、その翌日）の午後３時までに次に掲げる資格確認書類を契約課に提出しなければなら

ない。 

ア 一般競争入札参加資格等確認資料 

イ 工事に配置予定の技術者が、資格を有することを証する書類（技術検定等合格証明書等又は

監理技術者資格者証の表面、裏面及び監理技術者講習修了証）の写し又は実務経験を証明する

書類 

ウ 工事に配置予定の技術者の雇用関係を証する書類の写し（専任を要する主任技術者、専任の

監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、参加申請日以前に恒常的に３箇

月以上の雇用関係を証明できること。なお、イに掲げる監理技術者資格証の写しをもって確認

できる場合は、これを省略できる。） 

エ 工事ごとに別に定める参加資格に施工実績を求めている場合は、施工実績として規定する工

事の契約書の写し及び工事概要の記載された仕様書の写し又は財団法人日本建設情報総合セン

ターが提供する「工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）」の竣工時工事カルテ受領書（工事

概要の記載されているもの）の写し（共同企業体（乙型）としての実績の場合は、自社の施工

実績が分かる資料の写しも添付すること。） 

オ 本公告日において有効かつ最新の「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」（以下

「経審結果」という。）の写し 

カ 社会保険等に全て加入している場合は、社会保険等の加入に関する誓約書又は社会保険等の

全部若しくは一部について法令で適用が除外されている場合には、社会保険等の適用除外に関

する誓約書（経審結果に記載の社会保険等の加入状況について、本公告日時点で変更が生じて

いる場合は、社会保険等の加入状況を確認できる書類を併せて添付すること。） 

キ 資本関係又は人的関係確認書 

ク 入札参加停止措置に関する誓約書 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、工事ごとに別に定める書類 

⑵ 落札候補者が特定共同企業体である場合には、(1)に掲げる資格確認書類と併せて次に掲げる

書類を契約課に提出しなければならない。なお、イ及びウについては、袋とじにして各構成員の

割印を押すものとする。 

ア 共同企業体入札参加資格審査申請書（さいたま市建設工事等共同企業体取扱要綱（平成１３

年さいたま市制定。以下「共同企業体取扱要綱」という。）様式第１号） 

イ 共同企業体協定書（共同企業体取扱要綱様式第２号。共同企業体協定書第８条に基づく協定

書（共同企業体取扱要綱様式第３号）を含む。） 

ウ 委任状（共同企業体取扱要綱様式第４号） 

５ 落札者の決定 

⑴ 落札者の決定は、落札候補者決定の通知をした日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。

）に、４⑴及び⑵において提出された書類に基づく入札参加資格の確認を経て行う。落札候補者

が入札参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とし、新たな

第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算出し、順位に変動がなければ、

その者を新たに落札候補者とする。 

⑵ 市長は、⑴の場合において、入札が無効となった者に対しその理由を付してこれを通知する。 
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⑶ 開札後、落札者を決定するまでの間に、当該入札に係る落札候補者がさいたま市建設工事等請

負業者入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けた場合、さいたま市の締結する契約

からの暴力団排除措置に関する要綱に基づく入札参加除外の措置を受けた場合又は会社更生法に

基づき更生手続開始の申立て若しくは民事再生法に基づき再生手続開始の申立てを行った場合は、

その者を落札者とせず、新たな第一順位者から技術資料の提出を求め、審査及び技術評価点を算

出し、順位に変動がなければ、その者を新たに落札候補者とする。 

６ 調査基準価格を定めている場合の低入札価格調査 

⑴ 調査基準価格（さいたま市建設工事低入札価格取扱要綱（平成１３年さいたま市制定。以下「

低入札価格取扱要綱」という。）第３条に規定する調査基準価格をいう。以下同じ。）を定めて

いる場合において、開札の結果、入札書比較価格の制限の範囲内で入札を行った者の入札価格が

調査基準価格の１１０分の１００の価格を下回る価格であった場合は、落札を保留し、当該入札

を行った者（以下「低価格入札者」という。）について、低入札価格取扱要綱に基づく低入札価

格調査を行う。 

⑵ 失格基準（低入札価格取扱要綱第５条に規定する失格基準をいう。以下同じ。）を定めている

場合において、低価格入札者について提出された入札金額見積内訳書の直接工事費、共通仮設費、

現場管理費及び一般管理費の総額である入札金額が、失格基準を下回った場合は、この者がした

入札を失格とする。 

⑶ 低価格入札者（失格基準による低入札価格調査を行った場合は、これにより失格とならなかっ

た低価格入札者）は、第一順位者決定の通知をした日の翌日（その日が休日に当たる場合は、そ

の翌日）の午後３時までに３⑴に掲げる技術資料並びに４⑴及び⑵に掲げる資格確認書類と併せ

て次に掲げる書類を契約課に提出しなければならない。 

ア 低入札価格調査に係る書類の提出について（低入札価格取扱要綱様式第１号） 

イ 当該価格で入札した理由（低入札価格取扱要綱様式第２号） 

ウ 直接工事費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第３号） 

エ 共通仮設費に係る内訳書（低入札価格取扱要綱様式第４号） 

オ 下請予定業者等一覧表（低入札価格取扱要綱様式第５号） 

カ 配置予定技術者名簿（低入札価格取扱要綱様式第６号） 

キ 手持ち工事の状況（対象工事現場付近）（低入札価格取扱要綱様式第７号） 

ク 手持ち工事の状況（対象工事関連）（低入札価格取扱要綱様式第８号） 

ケ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係（低入札価格取扱要綱様式第９号） 

コ 手持ち資材の状況（低入札価格取扱要綱様式第１０号） 

サ 資材購入予定先一覧（低入札価格取扱要綱様式第１１号） 

シ 手持ち機械の状況（低入札価格取扱要綱様式第１２号） 

ス 機械リース元一覧（低入札価格取扱要綱様式第１３号） 

セ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（低入札価格取扱要綱様式第１４号） 

ソ 誓約書（低入札価格取扱要綱様式第１５号） 

タ 社会保険等への加入状況届（低入札価格取扱要綱様式第１６号） 

⑷ 失格基準を定めている場合における再度入札の低価格入札者は、落札保留の通知をした日の翌

日（その日が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までに再度入札に係る入札金額見積内
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訳書を契約課に提出しなければならない。この場合において、失格とならなかった低価格入札者

の前項に掲げる書類の提出は、再度入札に係る入札金額見積内訳書を提出した日の翌日（その日

が休日に当たる場合は、その翌日）の午後３時までとする。 

⑸ 落札者の決定は、第一順位者決定の通知をした日の翌日から起算して２１日以内に、⑶におい

て提出された書類に基づく低入札価格調査、技術資料の審査及び技術評価点の算出及び入札参加

資格の確認を経て行う。低入札価格調査において、当該契約の内容に適合した履行がされないお

それがあると認められた場合は、その者がした入札を失格とし総合評価を行わない。また、入札

参加資格を満たす者でないことを確認した場合は、その者がした入札を無効とする。 

７ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布 

⑴ 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布及び入札説明書の配布（以下「設計図書等の閲覧等」とい

う。）の方法は工事ごとに別に定める。 

⑵ 設計図書等の閲覧等を工事担当課にて行う場合には、設計図書等の閲覧等を希望する者は、設

計図書等貸出申請書を工事担当課に提示すること。なお、入札に参加しようとする者が特定共同

企業体である場合には、代表構成員となり得る者に設計図書等の閲覧等を行う。 

⑶ 設計図書等の閲覧等を電子配布とする場合には、入札情報公開システムに掲載する「発注図書

公開 URL ファイル.pdf」より発注図書閲覧・ダウンロード URL を参照すること。 

⑷ 設計図書等に関する質問及び回答は、システムにおいて行う。ただし、回答の内容によっては

書面により行う場合がある。質問の受付期間及び回答日は工事ごとに別に定める。 

⑸ やむを得ない理由により、システムにおいて設計図書等に関する質問を行うことができない場

合は、書面による質疑応答書の提出を行うことができる。この場合、回答は契約課窓口において

書面により行い、併せて質問及び回答を入札情報公開システムに掲示する。 

８ 入札保証金及び契約保証金 

⑴ 入札保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。入札保証金を免除する場合は、さいた

ま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条第１項の規定による。 

⑵ 契約保証金の取扱いについては工事ごとに別に定める。契約保証金を求める場合の取扱いにつ

いては、さいたま市契約規則第２９条の規定による。 

９ 契約金の支払方法 

⑴ 前金払及び部分払の有無については工事ごとに別に定める。 

⑵ 前金払をする場合の前払金の額は、契約金額の１０分の４以内（継続費等の２年以上にわたる

契約にあっては、その年度の支払限度額の１０分の４以内）とする。この場合において１万円未

満の端数は切り捨てるものとする。 

債務負担に該当する契約に係る前払金の請求については、工事ごとに別に定める。 

⑶ 部分払をする場合には、３箇月ごとに出来形部分の１０分の９に相当する額を限度として行う

こととする。 

⑷ 契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が２月を超える工事は、中間前金払をすることがで

きる。この場合において、部分払の適用のある工事については、中間前金払と部分払は選択制と

し、契約締結時に選択するものとする。ただし、継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、

中間前金払を選択した場合であっても、当該年度末の部分払を行うことができる。 

⑸ 中間前金払をする場合の中間前払金の額は、当該工事の材料費等に相当する額として契約金額
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の１０分の２以内（継続費等の２年以上にわたる契約にあっては、その年度の支払限度額の１０

分の２以内）とする。この場合において１万円未満の端数は切り捨てるものとする。 

１０ 入札の無効 

⑴ さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得（平成１８年さいたま市制定）第１６条第１

項各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

⑵ 自己採点申請書及び技術資料の提出をしない者が行った入札は無効とする。 

１１ その他 

⑴ 本公告の写しは、市のホームページに掲載し、契約課にて閲覧に供する。 

⑵ 本公告に係る入札に用いる書類は、市のホームページからダウンロードして使用すること。 

⑶ 入札に参加しようとする者は、システムに掲載する注意事項を熟知した上で参加すること。 

⑷ 開札は市民に公開する。傍聴の申込者が多数の場合は、会場の規模に応じ申込順により人数制

限を行う。 

⑸ 入札の参加者は開札に立会うことができる。立会いを希望する参加者は、開札日時までに届出

書（さいたま市電子入札運用基準（平成１８年さいたま市制定）様式第３号）を契約課に提出す

ること。また、代理人が立会う場合は併せて委任状（さいたま市電子入札運用基準様式第４号）

を提出すること。 

⑹ 再度入札は１回までとし、原則として初度入札の当日又は翌日（その日が休日に当たる場合は、

その翌日）に行うものとする。ただし、予定価格を事前公表している場合は、再度入札は行わな

い。再度入札を行う場合において、初度入札に参加しない者、初度入札において無効の入札を行

った者及び失格となった者は、再度入札に参加することができない。 

⑺ 技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載する配置予定技術者は同一の者とする。 

⑻ 本市発注の建設工事を初めて請負うことになる落札候補者等（以下｢調査対象者｣という。）は、

必要に応じて行う事業所の所在地等の調査に協力すること。ただし、調査対象者が特定共同企業

体である場合を除く。 

⑼ 落札者は、技術資料及び一般競争入札参加資格等確認資料に記載した配置予定技術者を当該工

事に配置すること。 

⑽ 本公告に定めのない事項は、さいたま市建設工事等に係る競争入札参加者心得、さいたま市建

設工事等事後審査型一般競争入札取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、低入札価格取扱要綱、

さいたま市建設工事等最低制限価格取扱要綱（平成１９年さいたま市制定）、さいたま市建設工

事総合評価方式試行要綱（平成１８年さいたま市制定）、総合評価方式ガイドライン、さいたま

市総合評価方式実施マニュアル（入札参加者用）、さいたま市電子入札運用基準、さいたま市競

争入札参加資格業者実態調査実施要領（平成２４年さいたま市制定）及び特例監理技術者等の配

置に係る取扱要領（令和３年さいたま市制定）の定めるところによる。 

契約整理番号 ０４－４３５６－９２ 
入札方法 一般競争入札（電子・特別簡易型総合評価方式） 
参加形態 単体企業 
工事名 歩道整備工事（市道２１５４１号線） 
工事場所 さいたま市見沼区大字東門前地内 
履行期間 契約確定の日から令和５年３月２４日まで 
概要 延長 84m 土工一式 構造物撤去工一式 舗装工 （車道）666 ㎡ （歩道）374

㎡ 排水構造物工一式 道路付属物施設工一式 縁石工 94m 植樹工一式 区画

線設置 379m 仮設工一式 
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予定価格（税込） 事後公表 
調査基準価格 設定する（失格基準有） 
参加申請受付期間 令和４年１０月２０日（木）午前９時から 

令和４年１０月２４日（月）午後５時まで 
入札書提出期間 令和４年１０月２５日（火）午前９時から 

令和４年１０月２６日（水）午後５時まで 
開札の場所及び日時 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 さいたま市役所 入札室 

令和４年１０月２７日（木）午後１時３０分 
参
加
資
格 

名簿登載業種等 土木工事業 Ｂ級 

本公告日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（以下

「資格者名簿」という。）に、上記に示す業種及び等級で登載された者であるこ

と。 

所在地区分 さいたま市内に、本店を有していること。 

本公告日において、資格者名簿に登載された申請事業所の所在地が上記に示す要

件を満たすこと。 
施工実績等 本市発注の土木工事について、本公告日以前３箇月において、通知した「工事完

成検査結果及び工事成績評定結果通知書」の「評定点合計」が６５点を下回って

いないこと。なお、期間の算定に当たっては、当該通知書の通知日を基準とす

る。 

２に掲げるもの以

外に提出を要する

書類 

－ 

設
計
図
書
等 

閲覧等の方法及び

開始期日 
電子配布 
令和４年１０月７日（金）から 
入札説明書については、入札情報公開システムに掲載する「入札説明書（歩道整

備工事（市道２１５４１号線））.pdf」ファイルを参照すること。 
質問受付期間 令和４年１０月 ７日（金）午前９時から 

令和４年１０月１９日（水）午後５時まで 
質問回答期日 令和４年１０月２４日（月） 

保証金及び支払方法 入 札 保

証金 
免除 契 約 保

証金 
要 前金払 有 部分払 有 

その他 ・本工事は、「さいたま市週休２日試行工事（受注者希望型）」の対象案件であ

る。 
・本工事は、現場代理人の常駐義務の緩和のうち、兼務を認める対象工事に該当

する。 
・本工事は、「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」である。 
・本工事は、「建設工事の遠隔臨場に関する試行対象工事（発注者指定型）」の

対象案件である。 
工事担当課 さいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１ 

さいたま市建設局北部建設事務所道路安全対策課 

電話 ０４８－６４６－３２０７ 
契約担当課 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市財政局契約管理部契約課 
電話 ０４８－８２９－１１８０ 
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さいたま市告示第１４８８号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位置を指定し

たので、建築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号)第１０条により、次のとおり告示する。 
令和４年１０月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 位置指定道路の概要 

⑴ 道路の位置 さいたま市見沼区大和田町一丁目５２５番９ 
⑵ 指定の年月日 令和４年１０月７日 
⑶ 指定の番号 第北２２－０１７号 

 ⑷ 道路の幅員 ４．００ｍ 
 ⑸ 道路の延長 ２３．９４ｍ 
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さいたま市告示第１４８９号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１７条第

１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
なお、本市の住民及び利害関係人は、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに本市に

意見書を提出することができる。 
  令和４年１０月 ７日 
                            さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 都市計画の種類、名称及び区域 

⑴ 種類 
 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
⑵ 名称及び区域 
 名称 さいたま都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
 区域 さいたま市全域 

２ 都市計画の案の閲覧場所 
  さいたま市都市局都市計画部都市計画課 
  さいたま市都市局北部都市計画事務所・都市計画指導課 
  さいたま市都市局南部都市計画事務所・都市計画指導課 
３ 縦覧期間 
  令和４年１０月７日（金）から令和４年１０月２１日（金）まで 
  ただし、土・日曜日、祝日は除く。 
４ 意見書提出期間 
  令和４年１０月７日（金）から令和４年１０月２１日（金）まで 
  ただし、土・日曜日、祝日は除く。 
５ 意見書の提出先 
  さいたま市 
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さいたま市告示第１４９０号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１７条第

１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
なお、本市の住民及び利害関係人は、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに本市に

意見書を提出することができる。 
  令和４年１０月 ７日 
                            さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 都市計画の種類、名称及び区域 

⑴ 種類 
 区域区分 
⑵ 名称及び区域 
 名称 さいたま都市計画区域区分 
 区域 さいたま市全域（市街化区域と市街化調整区域の土地の区域については、変更しない。） 

２ 都市計画の案の閲覧場所 
  さいたま市都市局都市計画部都市計画課 
  さいたま市都市局北部都市計画事務所・都市計画指導課 
  さいたま市都市局南部都市計画事務所・都市計画指導課 
３ 縦覧期間 
  令和４年１０月７日（金）から令和４年１０月２１日（金）まで 
  ただし、土・日曜日、祝日は除く。 
４ 意見書提出期間 
  令和４年１０月７日（金）から令和４年１０月２１日（金）まで 
  ただし、土・日曜日、祝日は除く。 
５ 意見書の提出先 
  さいたま市 
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さいたま市告示第１４９１号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 

 なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

令和４年１０月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達する書類 

  令和４年度 固定資産税・都市計画税納税通知書 

２ 送達を受ける者の氏名 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市財政局北部市税事務所資産課税課 

⑵ 電話 ０４８（６４６）３１１９
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さいたま市告示第１４９２号 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 
なお、当該書類は、南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

令和４年１０月７日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達をする書類 
  令和４年度市民税・県民税納税通知書 
２ 送達を受ける者の氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 
  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市南部市税事務所個人課税課普通徴収第１係 
⑵  電話 ０４８（８２９）１３８６ 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４９３号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条に規定する公示送達を次のとおり指定したので、同法第２０条の２及び同

条例第７条により告示する。 

令和４年１０月７日 

                                  さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達する書類   

  令和４年度 市民税・県民税納税通知書 

  令和３年度 市民税・県民税納税通知書 

２ 指定した送達を受けるべき者 

  別紙のとおり（別紙省略） 

３ その他 

  さいたま市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

  なお、地方税法第２０条の２第３項の規定により、掲示を始めた日から起算して 7 日を経過した

ときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市財政局北部市税事務所個人課税課 

⑵  電話 ０４８（６４６）３１０４ 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４９４号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 
 なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべきものに交付する。 

令和４年１０月７日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 送達する書類 
令和４年度固定資産税・都市計画税納税通知書 

２ 送達を受ける者の氏名等 
   別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 

地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 

⑴  担当 さいたま市役所財政局南部市税事務所資産課税課家屋第２係 
⑵  電話 ０４８（８２９）１５７３ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示第1495号

場　所

担当

さいたま市長　清水　勇人

令和4年11月3日（木） 午後１1時00分まで

公　売　公　告　兼　見　積　価　額　公　告

別紙「売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量」のとおり

令和4年11月11日（金）午後2時30分

紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公売に関するインターネットオークションシステム上

令和4年10月7日

公売参加申込期間
公売保証金の提供期間

令和4年10月7日（金） 午後1時00分から

令和4年10月25日（火） 午後11時00分まで

売　却　決　定

公　売　場　所

国税徴収法第94条の規定により差押財産を公売することとなったため、同法第95条の規定により公告
する。
また、同法第98条の規定により公売財産の見積価額を決定したため、同法第99条の規定により公告す
る。

公売の方法

競り売り締切日時

さいたま市南部市税事務所　納税調査課

期間競り売り

名称、数量、
その他、公売

保証金及び見
積価額

公
売
財
産

さいたま市南部市税事務所　納税調査課　電話番号048-829-1469  FAX番号048-829-1964

競り売り開始日時

日　時 令和4年11月11日（金）午前10時00分

代金納付期限

配当を受ける者の
権利の申し出につ
いて

その他

　この公売財産について、配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置権等の権利
を有する者は、売却決定をする日の前日までに債権現在額申立書により、その内容をさいたま
市に申し出てください。

令和4年11月1日（火） 午後１時00分から

買受人についての
資格その他の要件

記

1　公売保証金の提供については、クレジットカードによる納付によって行う。

2　最高価申込者の決定の日時及び場所については、令和4年11月4日(金)午前10時までに
紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公売に関するインターネット上のサイトにて行う。

3　公売財産の売却決定は最高価申込者に係る入札価額をもって行う。

4　その他については、さいたま市インターネット公売ガイドラインによる。

　公売手続きを説明した「さいたま市インターネット公売ガイドライン」がさいたま市南部市税事務所納税調査課に備え付けてあり
ます。その他の詳細についてはさいたま市南部市税事務所納税調査課にお問い合わせください。

１　国税徴収法第９２条及び第１０８条該当以外の者
２　公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続をした者



公売保証金 見積価額

（円） （円）

大宮302と3967

交付年月日　　　　　 平成28年4月26日
初度登録年月　　　　　　　　　　　　　 平成25年9月
自動車の種別　　　　　　　　　　  　　 普通
用途　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 乗用
自家用・事業用の別　　　　　　　　　 自家用
車体の形状　　　　　　　　 　　　　　　 ステーションワゴン
乗車定員　　　　　　　　　　　　　　　　 ５人
最大積載量 ‐㎏
車両重量　　　　　　　　　　　　　　　　 1,580ｋｇ
車両総重量　　　　　　　　　　　　 　　 1,855ｋｇ
車台番号　　　　　　　　　　　　　　　　 WDD2042492G180012
長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 463ｃｍ
幅　　　　                                    177ｃｍ
高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 146ｃｍ
車名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メルセデス・ベンツ
型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 DBA－２０４２４９
原動機の型式　　　　　　　　　　　　　 ２７１
燃料の種類　　　　　　　　　　　　　 　 ガソリン
総排気量又は定格出力　　　　　　　 1.79Ｌ
前前軸重　　　　　　　　　　　　　　　　 810ｋｇ
後後軸重　　　　　　　　　　　　　　　　 770ｋｇ
有効期間の満了する日　　　　　　　 令和4年9月29日

以上、自動車検査証の表示

車両番号

43,000 426,300 1南１

別紙　売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量

売却区
分番号

公売財産の名称、その他 数量

メルセデス・ベンツ



0

記

場　所

担当

さいたま市長　清水　勇人

令和4年11月3日（木） 午後１1時00分まで

公　売　公　告　兼　見　積　価　額　公　告

別紙「売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量」のとおり

令和4年11月11日（金）午後2時30分

紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公売に関するインターネットオークションシステム上

令和4年10月7日

公売参加申込期間
公売保証金の提供期間

令和4年10月7日（金） 午後１時00分から

令和4年10月25日（火） 午後11時00分まで

売　却　決　定

公　売　場　所

国税徴収法第94条の規定により差押財産を公売することとなったため、同法第95条の規定により公告
する。
また、同法第98条の規定により公売財産の見積価額を決定したため、同法第99条の規定により公告
する。

公売の方法

競り売り締切日時

さいたま市南部市税事務所　納税調査課

期間競り売り

名称、数量、
その他、公売
保証金及び
見積価額

公
売
財
産

競り売り開始日時

日　時 令和4年11月11日（金）午前10時00分

代金納付期限

配当を受ける者の
権利の申し出につ
いて

その他

　この公売財産について、配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置権等の権利
を有する者は、売却決定をする日の前日までに債権現在額申立書により、その内容をさいたま
市に申し出てください。

令和4年11月1日（火） 午後１時00分から

買受人についての
資格その他の要件

１　国税徴収法第９２条及び第１０８条該当以外の者
２　公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続をした者

1　公売保証金の提供については、クレジットカードによる納付によって行う。

2　最高価申込者の決定の日時及び場所については、令和4年11月4日(金)午前10時までに
紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公売に関するインターネット上のサイトにて行
う。
3　公売財産の売却決定は最高価申込者に係る入札価額をもって行う。

4　その他については、さいたま市インターネット公売ガイドラインによる。

　公売手続きを説明した「さいたま市インターネット公売ガイドライン」がさいたま市南部市税事務所納税調査課に備え付けてあ
ります。その他の詳細についてはさいたま市南部市税事務所納税調査課にお問い合わせください。

さいたま市南部市税事務所　納税調査課　電話番号048-829-1469  FAX番号048-829-1964

さいたま市告示第1496号



公売保証金 見積価額

（円） （円）

大宮１００　そ　　８３２３
登録年月日／交付年月日　　　　　 令和３年１月８日
初度登録年月　　　　　　　　　　　　　 平成１７年６月
自動車の種別　　　　　　　　　　  　　 普通
用途　　　　　　　　　　　　　　　　  　　貨物
自家用・事業用の別　　　　　　　　　 自家用
車体の形状　　　　　　　　 　　　　　　バン
車名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シボレー
乗車定員　　　　　　　　　　　　　　　　５人
車両重量　　　　　　　　　　　　　　　　２２６０kg
車両総重量　　　　　　　　　　　　 　　２６８５kg
車台番号　　　　　　　　　　　　　　　　１GNET１６MX５６１４９６９９
長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５３０cm
幅　　　　                                    １９０cm
高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９３cm
前前軸重　　　　　　　　　　　　　　　　１２７０kg
後後軸重　　　　　　　　　　　　　　　　９９０kg
型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GH-T370V
原動機の型式　　　　　　　　　　　　　 ５F
総排気量又は定格出力　　　　　　　 ５．３２L
燃料の種類　　　　　　　　　　　　　 　ガソリン

‐
‐

有効期間の満了する日　　　　　　　 令和５年１月７日
以上、登録事項等証明書　現在記録の表示

類別区分番号

南２ 33,000

自動車登録番号又は車両番号

別紙　売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量

売却区
分番号

公売財産の名称、その他 数量

シボレー　トレイルブレイザー　EXT　LTZ

324,800 1

型式指定番号



さいたま市告示第　　　号

記

場　所

担当

1　公売保証金の提供については、クレジットカードによる納付によって行う。

2　最高価申込者の決定の日時及び場所については、令和4年11月4日(金)午前10時までに
紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公売に関するインターネット上のサイトにて行う。

3　公売財産の売却決定は最高価申込者に係る入札価額をもって行う。

4　その他については、さいたま市インターネット公売ガイドラインによる。

　公売手続きを説明した「さいたま市インターネット公売ガイドライン」がさいたま市南部市税事務所納税調査課に備え付けてあり
ます。その他の詳細についてはさいたま市南部市税事務所納税調査課にお問い合わせください。

さいたま市南部市税事務所　納税調査課　電話048-829-1469　FAX048-829-1964　

競り売り開始日時

日　時 令和4年11月11日（金）午前10時00分

代金納付期限

配当を受ける者の
権利の申し出につ
いて

その他

　この公売財産について、配当を受けることができる質権、抵当権、先取特権、留置権等の権利
を有する者は、売却決定をする日の前日までに債権現在額申立書により、その内容をさいたま
市に申し出てください。

令和4年11月1日（火） 午後１時00分から

買受人についての
資格その他の要件

１　国税徴収法第９２条及び第１０８条該当以外の者
２　公売参加申込期間に所定の公売参加申込手続をした者

売　却　決　定

公　売　場　所

国税徴収法第94条の規定により差押財産を公売することとなったため、同法第95条の規定により公告
する。
また、同法第98条の規定により公売財産の見積価額を決定したため、同法第99条の規定により公告す
る。

公売の方法

競り売り締切日時

さいたま市南部市税事務所　納税調査課

期間競り売り

名称、数量、
その他、公売

保証金及び見
積価額

公
売
財
産

さいたま市長　清水　勇人

令和4年11月3日（木） 午後１1時00分まで

公　売　公　告　兼　見　積　価　額　公　告

別紙「売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量」のとおり

令和4年11月11日（金）午後2時30分

紀尾井町戦略研究所株式会社が提供する公売に関するインターネットオークションシステム上

令和4年10月7日

公売参加申込期間
公売保証金の提供期間

令和4年10月7日（金） 午後１時00分から

令和4年10月25日（火） 午後11時00分まで

1497



公売保証金 見積価額

（円） （円）

大宮４００ の　６３６０

登録年月日／交付年月日　　　　　 令和２年７月２２日
初度登録年月　　　　　　　　　　　　　 平成２２年３月
自動車の種別　　　　　　　　　　  　　 小型
用途　　　　　　　　　　　　　　　　  　　貨物
自家用・事業用の別　　　　　　　　　 自家用
車体の形状　　　　　　　　 　　　　　　バン
車名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニッサン
乗車定員　　　　　　　　　　　　　　　　３人

１２５０㎏
車両重量　　　　　　　　　　　　　　　　１９２０kg
車両総重量　　　　　　　　　　　　 　　３３３５kg
車台番号　　　　　　　　　　　　　　　　VWE25-213071
長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４６９ｃｍ
幅　　　　                                    １６９ｃｍ
高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９ｃｍ
前前軸重　　　　　　　　　　　　　　　　１１９０ｋｇ
後後軸重　　　　　　　　　　　　　　　　７３０ｋｇ
型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ADF-VWE25
原動機の型式　　　　　　　　　　　　　 ZD30
総排気量又は定格出力　　　　　　　 ２．９５Ｌ
燃料の種類　　　　　　　　　　　　　 　軽油

１５８９４
０１６５

有効期間の満了する日　　　　　　　 令和４年１２月２７日
以上、登録事項等証明書　現在記録の表示

別紙　売却区分番号、公売財産の名称、その他、公売保証金及び見積価額、数量

売却区
分番号

公売財産の名称、その他 数量

日産　キャラバン 3.0 DX ロングボディ

350,000

最大積載量

1

型式指定番号
類別区分番号

南３ 35,000

自動車登録番号又は車両番号



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４９８号 
下記の書類を、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平

成１３年さいたま市条例第６７号）第７条の規定により、公示送達する。 
なお、当該書類は、南部市税事務所個人課税課に保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する。 

令和４年１０月７日 
さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
１ 送達をする書類 
  令和４年度 市民税・県民税納税通知書 
  令和３年度 市民税・県民税納税通知書 
  令和２年度 市民税・県民税納税通知書 
２ 送達を受ける者の住所及び氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 
  地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 

⑴ 担当 南部市税事務所 個人課税課 普通徴収第２係 
⑵ 電話 ０４８（８２９）１３８７ 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１４９９号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ４ 年 １ ０ 月 ７ 日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字末田字上手２０４８番１、２０４８番２、２０４８番３、２０５０番２ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
 さいたま市緑区中尾９４３－２ 
 株式会社藤榮商事 代表取締役 新藤 友啓 
３ 許可番号 
 令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ７ 日 
 第変‐Ｎ２０２１１４７号 
４ 検査済証番号 
 令 和 ４ 年 １ ０ 月 ６ 日 
 第完‐Ｎ２０２１１４７号 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１５００号 

屋外広告物法(昭和２４年法律第１８９号)第７条第４項の規定により広告物及び掲出物件を除却し、

同法第８条第１項の規定により保管したので、同条第２項並びにさいたま市屋外広告物条例(平成１

４年条例第１０９号)第２１条の２及び第２１条の３の規定により、次のとおり告示する。 

  令和４年１０月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量 

⑴ はり札                   ３０５ 枚 

⑵ 立看板                     ９ 枚 

２ 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所、除却日時及び保管開始日時 

 別紙のとおり（別紙省略） 

３ 保管場所 

 さいたま市緑区宮本２丁目１６番地３ 

４ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所都市局 南部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係 

⑵ 電話 ０４８（８４０）６１７８ 

 

 

 

 

 

 

 

 



名称または種類 数　量 月　日 時　間 月　日 時　間

1 緑区 はり札 47 令和4年9月2日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月2日 17時00分

2 南区 立看板 1 令和4年9月6日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月6日 17時00分

3 南区 はり札 43 令和4年9月6日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月6日 17時00分

4 南区 はり札 5 令和4年9月7日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月7日 17時00分

5 南区 はり札 45 令和4年9月9日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月9日 17時00分

6 浦和区 はり札 40 令和4年9月13日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月13日 17時00分

7 浦和区 はり札 46 令和4年9月16日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月16日 17時00分

8 緑区 立看板 7 令和4年9月16日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月16日 17時00分

9 緑区 はり札 14 令和4年9月16日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月16日 17時00分

10 桜区 はり札 44 令和4年9月20日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月20日 17時00分

11 中央区 はり札 11 令和4年9月22日
14時00分

から
17時00分

令和4年9月22日 17時00分

12 桜区 立看板 1 令和4年9月28日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月28日 17時00分

13 桜区 はり札 3 令和4年9月28日
8時30分
から

17時00分
令和4年9月28日 17時00分

14 桜区 はり札 7 令和4年9月29日
14時00分

から
15時00分

令和4年9月29日 15時00分

15

16 計 はり札 305

17 立看板 9

 広告物及び掲出物告示リスト
告示年月日　令和4年10月7日

番号 放置されていた場所

保管した広告物・掲出物件 除却した日時 保管開始日時
備考



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１５０１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年１０月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市南区大字太田窪字善前南２３５３番１、２３５３番４、２３５３番５、２３５３番６、

２３５３番７、２３５３番８、２３５３番９、２３５３番１０、２３５３番１１、２３５３番１

２、２３５３番１３、２３５３番１４、２３５３番１５、２３５３番１６、２３５３番１７、２

３５３番１８、２３５３番１９ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

さいたま市南区南本町一丁目３－１ 
昭栄建設株式会社 代表取締役 岡田 紘和 

３ 許可番号 
 令和４年９月１５日 
 第 変‐Ｓ２０２１０６１ 号 

４ 検査済証番号 
 令和４年１０月６日 
 第 完‐Ｓ２０２１０６１ 号 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１５０２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
  令和４年１０月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市中央区本町西四丁目１２６３番１、１２６４番１、１３９２番１ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番１号 第一福岡ビルＳ館４階 

株式会社コスモス薬品 代表取締役社長 横山 英昭 
３ 許可番号 

 令和４年３月１日 
 第 変‐Ｓ２０２１０２９ 号 

４ 検査済証番号 
 令和４年１０月６日 
 第 完‐Ｓ２０２１０２９ 号 
 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１５０３号 

公募型プロポーザル方式の手続の開始 

さいたま市ケアラー相談事業業務について、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出を招

請します。 

令和４年１０月７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 企画提案書の招請に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市ケアラー相談事業業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市内 外 

⑶ 業務概要 

主にさいたま市内に住むケアラーからの相談に応じ、傾聴や助言等を行うことを目的とした電

話相談業務。 

⑷ 履行期間 

契約締結日から令和５年３月３１日まで 

 ⑸  予算の上限額 

   本プロポーザルの予算上限額は６, ９５０，５００円（消費税及び地方消費税を含む。）とす

る。 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本招請日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「

名簿」という。）に登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

ウ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並

びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合にあっ

ては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本招請に参加していない

こと。 

⑶ 本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置（以下、「入札参加停止」

という。）又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さい

たま市制定）による入札参加除外の措置（以下、「入札参加除外」という。）を受けている期間

がない者であること。 

３ 企画提案に係る実施要領等の交付 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

⑴ 交付方法 

  さいたま市ホームページからダウンロード（以下「ホームページ」とはこのアドレスをいう。

） 

  https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/index.html 

⑵ 交付期間 

本招請日から令和４年１０月２１日（金）午後４時まで 

４ 参加意思の表明手続き 

  企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。 

⑴ 提出書類 

      公募型プロポーザル参加意思表明書 １部 

⑵ 提出期間 

本招請日から令和４年１０月２１日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 提出場所 

  さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課  

担当 地域支援係 電話 ０４８（８２９）１２５７ 

⑷ 提出方法 

持参のみ 

５ 質問の受付及び回答 

  企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、次のとおり質問すること

ができる。なお、電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。 

⑴ 受付期間 

令和４年１０月７日（金）から令和４年１０月２１日（金）まで 

⑵ 受付方法 

  電子メール（詳細は実施要領による。） 

メールアドレス ikiiki-choju-suishin@city.saitama.lg.jp 

⑶ 到達確認先 

  ４⑶に同じ 

⑷  質問に対する回答予定日 

  令和４年１０月２７日（木）までに行う。 

⑸ 回答方法 

  ホームページ上に、質問及び回答を公表する。 

６ 企画提案書等の提出 

⑴ 提出書類 

 ア 企画提案書【表紙】（１部） 

 イ 企画提案書【提案内容】（正本１部、副本９部） 

 ウ 見積書 

⑵ 提出期間 

  令和４年１０月２８日（金）から令和４年１１月８日（火）まで（さいたま市の休日を定める

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/012/index.html
mailto:ikiiki-choju-suishin@city.saitama.lg.jp


さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 

⑶ 提出場所 

  ４⑶に同じ 

⑷ 提出方法 
  持参のみ 
⑸ 無効となる企画提案書 

  次の企画提案書は、無効とする。 

 ア ２に定める資格要件を満たさなくなった者が提出した企画提案書 

 イ 虚偽の記載をした企画提案書 

 ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書 

 エ １⑸に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書 

 オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書 

７ 業者の決定方法 

  業者の決定にあたっては、さいたま市ケアラー相談事業業務事業者選定委員会において書類審査

を行い決定する。なお、審査方法等詳細については、実施要領を参照すること。 

８ 本招請に関する事務を担当する課 

 さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課  

担当 地域支援係 電話 ０４８（８２９）１２５７ 

９ その他 

⑴ 最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外を受

けている期間がある者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。 

⑵ 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 

⑶ この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。 

⑷ 提出された企画提案書等は、返却しない。 

⑸ 企画提案の審査結果は、企画提案の具体的内容を除き、公表する。 

 ⑹ 詳細は、実施要領による。 

 

 

 

 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１５０４号 

さいたま市個人住民税申告等に係るノート型パーソナルコンピュータ賃貸借について、次のとおり

一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）

第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年１０月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市個人住民税申告等に係るノート型パーソナルコンピュータ賃貸借 

⑵ 借入場所 
さいたま市中央区下落合５－７－１０外 

⑶ 数量・特質等 
仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 
令和５年１月１９日から令和５年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「ＯＡ機器リース等」で登

載されている者であること。 
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書等の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 市民税システム係 電話 ０４８（８２９）１１９８ 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年１０月１８日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 
⑷ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
全て郵送とする。 

⑵ 交付日 
令和４年１０月２１日（金）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１０月２７日（木）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第２会議室 

⑶ 入札保証金 
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見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１０月２７日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 
電話 ０４８（８２９）１１９８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 
⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 
⑷ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１５０５号 

さいたま市市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書、納入書（当初分）印字製本封入封緘

業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。

以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年１０月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書、納入書（当初分）印字製本封入

封緘業務 
⑵ 履行場所 

さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 外 
⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 
⑷ 履行期間 

令和５年３月１日から令和５年５月３１日まで 
２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 
⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「電算」又は「文書管理」の受注希望業務「封入封緘」で登載さ

れている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

 ⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑺ 令和２年以降に、国（独立行政法人を含む。）又は地方公共団体と、履行件数が５万件以上の
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印字製本封入封緘業務の契約実績があることを証明した者であること。 
３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書、仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ さいたま市財政局北部市税事務所法人課税課 

担当 特別徴収係 電話 ０４８（６４６）３２７１ 

⑵ 交付期間  
告示の日から令和４年１０月２８日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 
⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 
⑷ 交付費用 

無償 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 
持参 

５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
全て郵送とする。 

⑵ 交付日 
令和４年１１月４日（金）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 
⑴ 入札方法 

総価で行う。入札金額は、各業務の単価を予定数量で乗じた総合計金額を記入し、内訳を記載

した内訳書を入札書に添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１
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０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１１月１８日（金）午後２時００分 

イ 場所 
さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ さいたま市大宮区役所５階入札室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１１月１８日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ さいたま市財政局北部市税事務所個人課税課 
電話 ０４８（６４６）３１０２ ＦＡＸ ０４８（６４６）３１６４ 

⑻ 業務を担当する課 
さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ さいたま市財政局北部市税事務所法人課税課 
電話 ０４８（６４６）３２７１ ＦＡＸ ０４８（６４６）３１６４ 

７ 契約手続等 
 ⑴ 契約形態 
   単価契約とする。なお、詳細は入札説明書による。 

⑵ 契約保証金 
契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑶ 契約書作成の要否 

要 
⑷ 議決の要否 

否 
８ その他 

⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 
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⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局北部市税事務所法人課税課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１５０６号 

さいたま市見沼グリーンセンタープレハブ冷蔵庫賃貸借契約について、次のとおり一般競争入札を

行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６

の規定に基づき公告する。 

令和４年１０月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

 ⑴ 件名 

  さいたま市見沼グリーンセンタープレハブ冷蔵庫賃貸借契約 

⑵ 履行場所 

  さいたま市北区見沼２丁目９４番地（展示温室内） 

⑶ 業務概要 

  入札説明書のとおり 

⑷ 履行期間 

契約締結日から令和８年１２月１１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

 ⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等） 

  （以下「名簿」という。）に種目「一般機器」内の営業種目「冷凍機・空調機」又は種目「レン

タ 

  ル・リース」内の営業種目「レンタル・リースその他」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴  交付場所 

さいたま市北区見沼２丁目９４番地 さいたま市経済局農業政策部見沼グリーンセンター 
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担当 園芸係 電話 ０４８（６６４）５９１５ 

 ⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年１０月２５日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

  無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 ⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

 ⑵ 交付日時 

令和４年１０月２７日（木）午前９時から午後５時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

なお、交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、

入札を辞退したものとみなす。 

６ 入札参加資格の有無の再確認 

入札参加資格がない旨の競争入札参加資格確認結果通知書を受けた者は、令和４年１０月３１日

（月）までにさいたま市経済局農業政策部見沼グリーンセンターに入札参加資格の有無の再確認を

求めることができる。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

 月額で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に当たって

は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で
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あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和４年１０月３１日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３１－０８０３ さいたま市北区見沼２丁目９４番地 さいたま市経済局農業政策部見

沼グリーンセンター 

⑶ 入札の日時及び場所 

 ア 日時 

   令和４年１１月１日（火）午前１０時００分 

 イ 場所 

   さいたま市北区見沼２丁目９４番地 見沼グリーンセンター 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年１１月１日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、当該入札参加者にくじを引か

せ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 

⑺ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

ア さいたま市契約規則第 13 条に該当する入札 

イ 到達期限までに到達しなかった入札書による入札 

ウ ７⑵及び入札説明書に規定した方法によらずに送付された入札書による入札 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市北区見沼２丁目９４番地 さいたま市経済局農業政策部見沼グリーンセンター 

電話 ０４８（６６４）５９１５ ＦＡＸ ０４８（６５１）０９６２ 

８ 入札に関する注意事項 

⑴ 入札の辞退 

入札参加資格がある旨の通知を受け取った後であっても、入札を辞退することができる。入札

参加者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を提出しなければならない。ただし、入札

書等の到達後の入札辞退は認めないものとする。 
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⑵ 独占禁止法関係法令の遵守 

入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

⑶ その他 

ア 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 

９ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

１０ 支払条件 

暦月を単位として、請求に応じて支払うものとする。なお、詳細については落札者決定後、協

議して決定する。 

１１ その他 

⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市経済局農業政策部見沼グリーンセンター及びホームページにおいて

閲覧できる。  
https://www.city.saitama.jp/004/001/003/001/p000088.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.city.saitama.jp/004/001/003/001/p000088.html
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さいたま市告示第１５０７号 
下記の書類を介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条で準用する地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、当該書類については、さいたま市長が保管し、送達を受けるべき者については、管轄の各区

役所高齢介護課にていつでも交付する。 

令和４年１０月１１日 
さいたま市長 清 水 勇 人    

 
１ 送達を受けるべき者及び送達する書類 
 別紙のとおり（別紙省略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで） 

 

さいたま市告示第１５０８号 
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ ２ 日 

さいたま市長 清 水 勇 人     
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市岩槻区大字慈恩寺字山口６２５番５ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  （省略） 
３ 許可番号 
  令 和 ４ 年 ４ 月 １ ９ 日  
  第変‐Ｎ２０２１１８４号 
４ 検査済証番号 
  令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ １ 日 
  第完‐Ｎ２０２１１８４号 
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さいたま市告示第１５０９号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年１０月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市浦和区瀬ヶ崎三丁目２２６番１、２２６番５、２２６番６ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

（省略） 
３ 許可番号 

 令和４年３月２５日 
 第 開‐Ｓ２０２１０７３ 号 

４ 検査済証番号 
 令和４年１０月１１日 
 第 完‐Ｓ２０２１０７３ 号 
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さいたま市告示第１５１０号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次の開発行為に関する工

事が完了したので公告する。 
令和４年１０月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

さいたま市桜区町谷四丁目７７番１ 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

さいたま市浦和区常盤７－３－１５ 
株式会社松谷角蔵商店 代表取締役 松谷 厚雄 

３ 許可番号 
 令和３年１２月２８日 
 第 開‐Ｓ２０２１０５４ 号 

４ 検査済証番号 
 令和４年１０月１１日 
 第 完‐Ｓ２０２１０５４ 号 
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さいたま市告示第１５１１号 
全身麻酔器外４件の購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和４年１０月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

ア 全身麻酔器 

イ 気管支ビデオスコープ 一式 

ウ 耳鼻科手術ナビゲーションシステム 

エ 移動型デジタル式汎用一体型Ｘ線透視診断装置 

オ 汎用超音波診断装置 

⑵ 納入場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院 

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 

ア 令和５年３月３１日 

イ 令和５年３月３１日 

ウ 令和５年３月３１日 

エ 令和５年３月３１日 

オ 令和５年３月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等

）（以下「名簿」という。）に種目「医療・衛生・福祉器材」内の営業種目「医療福祉器材」で

登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 本入札の告示日において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和３５年法律第１４５号）に基づく高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者で
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あること。 

⑸ 令和２年４月１日以降に、当該物品と同等の物品納入若しくは製造実績があることを証明でき

る者又は当該物品に係る製造者若しくは販売代理店等の出荷引受証明を受けている者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

担当 調達係 電話 ０４８（８７３）４２７４ 

⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年１０月２７日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分

まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する件名ごとに入札参加申込及び入札参加資格の確

認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者で

あっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する件名ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付するもの

とする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和４年１１月１日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 
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７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する件名ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された

金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があ

るときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの物品 令和４年１１月７日（月）午前１０時００分 

(イ) １⑴イの物品 令和４年１１月７日（月）午前１０時１０分 

(ウ) １⑴ウの物品 令和４年１１月７日（月）午前１０時２０分 

(エ) １⑴エの物品 令和４年１１月７日（月）午前１０時３０分 

(ｵ) １⑴オの物品 令和４年１１月７日（月）午前１０時４０分 

イ 場所 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市立病院３階会議室１ 

⑶ 入札保証金 

競争入札に付する件名ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さ

いたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除

とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年１１月７日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市緑区大字三室２４６０ さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課 

電話 ０４８（８７３）４２７４ ＦＡＸ ０４８（８７３）５４５１ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった件名ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 
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⑶ 議決の要否 

否 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局市立病院病院経営部病院財務課及びホームページにおい

て閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１５１２号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいたま

市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
令和４年１０月１２日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 

⑴  差押調書（謄本） 
２ 送達を受ける者の氏名・名称 
   （省略） 
３ その他 

⑴ 送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 
⑵ 公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

４ 連絡先 
⑴  担当 さいたま市役所財政局北部市税事務所納税課 
⑵  電話 ０４８（６４６）３０４９ 
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さいたま市告示第１５１３号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達する。 
なお、当該書類はさいたま市長が保管し、いつでも送達を受けるべきものに交付する。 

令和４年１０月１３日 
さいたま市長  清 水 勇 人   

１ 送達をする書類 
   国民健康保険税納税（更正）通知書 
２ 送達を受ける者の氏名 
   別紙のとおり（別紙省略） 
３ その他 
   地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示をした日から起算して７日を経過したときは、

書類の送達があったものとみなす。 
４ 連絡先 
  区役所保険年金課 国保係（市外局番は全て０４８） 

西区役所  〒３３１－８５８７ 西区西大宮３－４－２    ℡．６２０－２６７３ 
北区役所  〒３３１－８５８６ 北区宮原町１－８５２－１  ℡．６６９－６０７３ 
大宮区役所 〒３３０－８５０１ 大宮区吉敷町１－１２４－１ ℡．６４６－３０７３ 
見沼区役所 〒３３７－８５８６ 見沼区堀崎町１２－３６   ℡．６８１－６０７３ 
中央区役所 〒３３８－８６８６ 中央区下落合５－７－１０  ℡．８４０－６０７３ 
桜区役所  〒３３８－８５８６ 桜区道場４－３－１     ℡．８５６－６１８３ 
浦和区役所 〒３３０－９５８６ 浦和区常盤６－４－４    ℡．８２９－６１６２ 
南区役所  〒３３６－８５８６ 南区別所７－２０－１    ℡．８４４－７１８３ 
緑区役所  〒３３６－８５８７ 緑区大字中尾９７５－１   ℡．７１２－１１８３ 
岩槻区役所 〒３３９－８５８５ 岩槻区本町３－２－５    ℡．７９０－０１７４ 
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さいたま市告示第１５１４号 
無効となるさいたま市国民健康保険被保険者証等について、別紙のとおり（別紙省略）告示する。 

令和４年１０月１３日 
さいたま市長 清 水 勇 人 
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さいたま市告示第１５１５号 

さいたま市令和５年度版国民健康保険のしおり作成業務について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規

定に基づき公告する。 
令和４年１０月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市令和５年度版国民健康保険のしおり作成業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和５年３月２４日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「製作等」の受注希望業務「パンフレット等」で登載されている

者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 国（独立行政法人を含む。）又は地方自治体において同種業務の契約を締結し、履行した実績

を有する者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課 

担当 国保事業係 電話 ０４８（８２９）１２７６ 

  イ さいたま市ホームページからダウンロード 

    https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p076198.html 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p076198.html
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⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年１０月３１日（月）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定め

る条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午

後４時まで） 
⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送 

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

令和４年１０月３１日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民

健康保険課 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和４年１１月２日（水）及び令和４年１１月７日（月）午前９時から午後４時まで。 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る
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課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１１月１４日（月）午前９時３０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第６会議室 

⑶ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 
ア 受領期限 

令和４年１１月１０日（木）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 
イ 送付先 

３⑴アに同じ 
⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１１月１４日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課 
電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課 

電話 ０４８（８２９）１２７６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３８ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
⑶ 議決の要否 

否 
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８ その他 
⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。 
⑶ この業務委託契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑷ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部国民健康保険課及びホームページにおいて閲覧で

きる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑸ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１５１６号 

次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令

」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

令和４年１０月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴  件名（物品の購入）及び数量 

投票用紙読取分類機 ５台 

⑵ 納入場所 

さいたま市北区宮原町１－８５２－１ さいたま市北区役所外４課所 

⑶ 特質等 

入札説明書のとおり 

⑷ 納入期限 

 令和５年２月２８日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「広告・装飾」内の営業種目「選挙用品」で登載されている者

であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 
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告示の日から令和４年１０月２７日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後５時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

令和４年１１月４日（金）及び令和４年１１月７日（月）午前９時から午後５時まで。なお、

交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞

退したものとみなす。 

６ 競争入札参加資格の喪失 

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。 

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。 

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。 

７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
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    令和４年１１月１４日（月）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年１１月１４日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

７⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 問合せ先 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

８ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

９ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

 

 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１５１７号 

さいたま市子ども家庭総合センター建物総合管理業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定

に基づき公告する。 
令和４年１０月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市子ども家庭総合センター建物総合管理業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（

以下「名簿」という。）に業務「建物管理等」の等級区分がＡ級で受注希望業務「建物総合管理

」で 
登載され、かつ、本市内に本店を有している者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。  

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

⑹ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合及び企業組合並び

に中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協業組合にあっては、

その組合員が同一入札に参加していない者であること。  

⑺ 平成２９年４月１日以降に、延床面積１２，０００㎡以上の施設における建物管理等業務かつ
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警備（機械警備を除く。）業務を元請で契約し、履行した実績（現在履行中のものを含む。）を

有する者であること。 
３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 
⑴ 交付方法 

 さいたま市ホームページからダウンロード 
   https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p092238.html 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年１１月７日（月）午後４時まで 

⑶ 交付費用 

無償 
４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
  本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
 ⑴ 提出書類 
  ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
  イ 入札説明書に定める書類 
 ⑵ 受付期間 
   告示の日から令和４年１１月７日（月）まで（持参の場合は、さいたま市の休日を定める条例

（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を

除く午前９時から午後４時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。） 
 ⑶ 受付場所 
   〒３３０－００７１ さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども

家庭総合センター総務課 
 ⑷ 提出方法 
   持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。） 
５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

４⑶に同じ 
⑵ 交付日時 

令和４年１１月１８日（金）午前９時から午後４時まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に８４円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p092238.html
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１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１２月８日（木）午後１時３０分 

イ 場所 
さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども家庭総合センター４階会議室２ 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１２月８日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 
設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

⑹ 落札者の決定方法 
   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
   なお、初度入札において落札者がいないときは、初度入札の開札結果発表後、当該入札場所に

おいて直ちに再度入札を行う。再度入札に参加できる者は、初度入札に参加し、開札に立ち会っ

た者とする。ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することがで

きない。再度入札は、１回とする。 
⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
   さいたま市浦和区上木崎４－４－１０ さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務 
  課 

電話 ０４８（７１１）１９８６ ＦＡＸ ０４８（７１１）８９０４ 
７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 

要 
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８ その他 
⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 
⑵ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書、現場等についての不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 
⑶ 契約条項等は、さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター総務課及びホームページにお

いて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１５１８号 
次のとおり所有者の判明しない動物を収容しておりますので、さいたま市動物の愛護及び管理に関する

条例第１１条第１項及び同条第４項の規定に基づき公示します。飼い主は、令和４年１０月１８日までに

返還の手続きをしてください。返還の手続きがない場合には処分します。 
令和４年１０月１３日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
・ 次の表のとおり 

収容日 種類 収容場所 品種 性別 毛色 年齢  

（推定） 
首輪の

有無 特  徴 

１０月 
７日 猫 見沼区島町 雑種 メス 黒白 ２～４ 

週齢 無  

１０月 
７日 猫 見沼区島町 雑種 メス サビ ２～４ 

週齢 無  

１０月 
７日 猫 見沼区島町 雑種 メス 三毛 ２～４ 

週齢 無  

１０月 
７日 猫 見沼区島町 雑種 メス 三毛 ２～４ 

週齢 無  

１０月 
７日 猫 見沼区島町 雑種 メス 三毛 ２～４ 

週齢 無  

１０月 
７日 犬 緑区上野田 チワワ オス 黒・茶 １～３歳 無  

１０月 
８日 猫 緑区東浦和 雑種 メス 三毛 ５～８歳 無 負傷動物 

１０月 
９日 猫 大宮区櫛引町 雑種 メス キジ 

トラ 
２～４ 
週齢 無  

１０月 
９日 猫 大宮区櫛引町 雑種 メス キジ 

トラ 
２～４ 
週齢 無  

１０月 
９日 猫 大宮区櫛引町 雑種 オス キジ 

トラ 
２～４ 
週齢 無  

連絡先 
⑴  担当  さいたま市役所保健福祉局保健部動物愛護ふれあいセンター 
⑵ 電話  ０４８（８４０）４１５０ 
⑶ ＦＡＸ ０４８（８４０）４１５９ 
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さいたま市告示第１５１９号 

さいたま市普通自動車（議会公用車）賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき

公告する。 

令和４年１０月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市普通自動車（議会公用車）賃貸借 

⑵ 借入場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
⑶ 数量・特質等 

ア 数量 １台 
イ 特質等 仕様書による。 

⑷ 借入期間 

令和５年３月１日から令和１０年２月２９日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）

（以下「名簿」という。）に種目「レンタル・リース」内の営業種目「自動車リース」で登載さ

れ、かつ、本市内に本店又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所を有している者であ

ること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

 ⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、次のとおり入札説明書及び仕様書を交付するものとする。 

 ⑴ 交付方法 
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さいたま市議会ホームページからダウンロード 

https://www.city.saitama.jp/gikai/005/keiyaku/index.html 

 ⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年１０月２４日（月）まで 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

告示の日から令和４年１０月２４日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 受付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書総務課 

担当 秘書係 電話 ０４８（８２９）１７４８ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

４⑶に同じ 

⑵ 交付日時 

令和４年１０月２５日（火）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１０月２８日（金）午前１１時００分 

イ 場所 

https://www.city.saitama.jp/gikai/005/keiyaku/index.html
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所議会棟２階第５委員会室 
⑶ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１０月２８日（金）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市議会局総務部秘書総務課 
電話 ０４８（８２９）１７４８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８４ 

７ 契約手続等 

 ⑴ 契約保証金 

   契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

 ⑵ 契約書作成の要否 

   要 

⑶ 議決の要否 
否 

８ 特記事項 

  なし 

９ その他 

 ⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。 

 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 ⑶ 契約条項等は、さいたま市議会局総務部秘書総務課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

 ⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１５２０号 
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及びさいたま市市税条例（平成１３年さいた

ま市条例第６７号）第７条の規定により、次のとおり公示送達をする。 
令和４年１０月１４日 

さいたま市長 清水 勇人 
 
１ 送達をする書類 

・ 納期限変更告知書 
 
 

 
２ 送達を受ける者の氏名・名称 

別紙のとおり 
 
３ その他 

  送達をする書類はさいたま市長が保管し、送達を受ける者が請求したときはいつでも交付する。 
  公示をした日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 

 
４ 連絡先 

   担当 さいたま市役所 財政局 南部市税事務所 納税課 
   電話 ０４８（８２９）１７３２～１７３４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別紙省略）

⑴

⑵

さいたま市告示一覧（令和４年１０月１日から同月１５日まで）
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さいたま市告示第１５２１号 

さいたま市立指扇小学校校舎改築工事に伴う地質調査業務について、次のとおり一般競争入札を行

うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の

規定に基づき公告する。 
令和４年１０月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市立指扇小学校校舎改築工事に伴う地質調査業務 

⑵ 履行場所 
さいたま市西区西大宮１丁目４９番地６号 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和５年３月１７日まで 

⑸ 入札参加形態 
単体企業とする。 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（設計・調査・

測量）（以下「名簿」という。）に業務「地質調査」で登載され、かつ、市内に本店を有する者

であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。 

⑹ 本入札の告示日において、地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）に基づ

く地質調査業者の登録を受けている者であること。 

⑺ 平成２４年度以降、国（独立行政法人を含む）又は地方公共団体において、同種同業務を契約
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し、誠実に履行した実績を有している者であること。 

３ 入札説明書の交付 
本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 
ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 

  担当 計画係 電話 ０４８（８２９）１６４２ 

イ さいたま市ホームページからダウンロード 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p092333.html 

⑵ 交付期間 
告示の日から令和４年１１月１日（火）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後

４時まで） 

 ⑶ 交付費用 

   無償 

４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 
本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 提出書類 

ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 一般競争入札参加資格等確認資料 

⑵ 受付期間 
３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 
３⑴アに同じ 

⑷ 提出方法 
持参又は郵送とする。ただし、郵送にて提出する場合は、書留郵便（簡易書留郵便を含む。）

とし、受付期間内必着とする。 
５ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、一般競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 
⑴ 交付場所 

３⑴アに同じ 
⑵ 交付日時 

令和４年１１月９日（水）午前９時から午後４時まで 
⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 仕様書等に関する質問及び回答 

⑴ 仕様書等に関して質問がある場合は、質疑応答書を次のとおり提出すること。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p092333.html
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ア 提出先 
３⑴アに同じ 

イ 受付期間 
３⑵に同じ 

ウ 提出方法 
４⑷に同じ 

⑵ 質問に対する回答 
ア 公表場所 

３⑴アに同じ 
イ 公表日時 

５⑵に同じ 
 ⑶ その他 

質問に対する回答を郵送で希望する者は、質疑応答書の提出時において返信用封筒に９４円切

手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。  
７ 入札手続等 

⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を持参すること。 
⑶ 提出方法 

代理人により入札する場合は、委任状を提出すること。 
⑷ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１１月１６日（水）午前９時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所第二別館第１会議室 

⑸ 最低制限価格 
設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

⑹ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑺ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１１月１６日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
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７⑷イに同じ 
⑻ 入札回数 

ア 再度入札は、１回までとする。 

イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することはできない。 
⑼ 入札の辞退 

一般競争入札参加資格確認結果通知書を受け取った後であっても、入札を辞退することができ

る。その際は、入札辞退届を提出すること。 
⑽ その他 

ア 本入札の日時に遅刻した者は、入札に参加できない。 

イ 一度提出した入札書は、書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。 
⑾ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部教育総務課 
電話 ０４８（８２９）１６２３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

⑿ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課 
電話 ０４８（８２９）１６４２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９ 

８ 落札者の決定方法 
さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲

内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った

者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札とすべき同額の入札をした者が２者以上いるときは、直ちに、当該入札参加者にくじ

を引かせ、落札者を決定する。この場合、当該入札参加者は、くじを辞退することはできない。 
９ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

１０ 契約保証金 
契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
１１ その他 

契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局管理部学校施設整備課及びホームページにおいて

閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

 

 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html
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さいたま市告示第１５２２号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１第１項の確認をしたので、同法

第５８条の１１の規定により告示する。 
令和４年１０月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 
  （省略） 
２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

⑴ 名称 
   （省略） 
 ⑵ 所在地 
   （省略） 
３ 確認の年月日 
  令和４年８月１日 
４ 子ども・子育て支援施設等の種類 
  認可外保育施設 
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さいたま市告示第１５２３号 
子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の６第１項の規定による同法第３０条

の１１第１項の確認の辞退があったので、同法第５８条の１１の規定により告示する。 
令和４年１０月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 特定子ども・子育て支援提供者の名称 
   （省略） 
２ 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

⑴ 名称 
（省略） 

⑵ 所在地 
（省略） 

３ 確認の辞退の年月日 
令和４年９月１０日 

４ 子ども・子育て支援施設等の種類 
  認可外保育施設 
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さいたま市告示第１５２４号 
さいたま市低濃度ＰＣＢ廃棄物等収集運搬・処分業務について、次のとおり一般競争入札を行うの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき公告する。 
令和４年１０月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 
さいたま市低濃度ＰＣＢ廃棄物等収集運搬・処分業務 

⑵ 履行場所 
 旧・さいたま市岩槻環境センターストックヤード 

（さいたま市岩槻区大字笹久保１３３９）外 

⑶ 業務概要 
仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 
契約締結の日から令和５年３月３１日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 
本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、令和３・４年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託） 
に登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加さ

せないこととされた者 
⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 
⑷ 入札日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑸ 入札日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。 
⑹ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の４の４の第１項

に基づき環境省から無害化処理認定を受けた者（収集運搬を含む）又は同法に基づく微量ＰＣＢ

汚染廃電気機器等・低濃度ＰＣＢ含有廃棄物の収集運搬業並びに処分業に係る都道府県知事等の

許可を受けた者であり、本入札仕様書にある廃棄物（安定器・コンデンサー等）の収集運搬から

処分までの一連の処理ができる者。 
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⑺ 過去２年の間に国（独立行政法人を含む。）又は地方自治体とＰＣＢ廃棄物収集運搬及び処分

業務を２件以上締結し、かつ、誠実に履行している者であること。 
３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書等を交付するものとする。 
⑴ 交付方法 

さいたま市ホームページ「さいたま市低濃度ＰＣＢ廃棄物等収集運搬・処分業務の入札情報」

からダウンロード 
  https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p092327.html 
⑵ 交付期間 

告示の日から令和４年１０月２１日（金）午後４時まで 
４ 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札日において確

認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 
⑴ 申請方法 
  持参又は郵送（書留郵便（簡易書留郵便を含む。）） 
⑵ 申請場所 
  （持参の場合）さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館 地下１階 

（郵送の場合）〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ 
さいたま市 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課 指導係 

⑶ 申請期間 
告示の日から令和４年１０月２１日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から正午まで及び午後１時

から午後４時まで） 
   ※郵送の場合は必着 

⑷ 申請書類 
ア 一般競争入札参加申込兼資格確認申請書 
イ 入札説明書に定める書類 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館 地下１階 
さいたま市 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課 指導係 

⑵ 交付日時 
令和４年１０月２６日（水）午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで 

⑶ その他 
郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９４円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 
６ 入札手続等 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p092327.html
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⑴ 入札方法 
総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 
⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１1 月２日（水）午前１０時００分 

イ 場所 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟 第２会議室 

⑶ 入札保証金 
見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 
⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 
令和４年１１月２日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 
６⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 
  設定しない。 
⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
 ⑺ 入札の無効 
   さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所７階 
さいたま市 環境局 資源循環推進部 資源循環政策課 環境推進係 
電話 ０４８（８２９）１３３７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９１ 

⑼ 業務を担当する課 
さいたま市浦和区常盤６－４－２１ ときわ会館地下１階 
さいたま市 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課 指導係 
電話 ０４８（８２９）１６０７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９３３ 

７ 契約手続等 
⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 
⑵ 契約書作成の要否 
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要 
⑶ 議決の要否 

否 
８ その他 
 ⑴ 提出された一般競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 
 ⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。 
https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 
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さいたま市告示第１５２５号 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条の規定により、次の書類を公示送達する。 
 なお、当該書類はさいたま市保健福祉局福祉部年金医療課に保管し、いつでも送達を受けるべき者

に交付する。 
令和４年１０月１４日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 送達をする書類 
  令和４年度 後期高齢者医療保険料督促状 
２ 送達を受ける者の住所・氏名 
  別紙のとおり（別紙省略） 
３ 期間 
  令和４年１０月１４日から令和４年１０月２０日まで 
４ その他 

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用する地方税法第２０条の２第３項の規定に

より、掲示を始めた日から起算して７日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。 
５ 連絡先 
 ⑴ 担当 さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課高齢者医療係 
 ⑵ 電話 ０４８（８２９）１２７８ 
 
 


